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第１章   総   則  
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第１節 計画の目的 

 
 この水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第４条の規定に基づき、青森県知事

から指定された水防管理団体たるむつ市が、同法第32条の規定に基づき、むつ市の地

域に係る河川、湖沼又は海岸の洪水又は高潮による水災に対処し、その被害を軽減し、

もって公共の安全を保持することを目的とする。 
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第２節 計画の構成 
 
 この計画の実効性を図るため、次の項目をもって本計画を構成するものとする。 
１ 水防組織と水防体制（第２章） 
２ 水防施設（第３章） 
３ 雨量、水位及び潮位の観測並びに通報（第４章） 
４ 気象に関する予報及び警報（第５章） 
５ 河川、海岸、溜池等に係る水防区域等（第６章） 
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第３節 計画の運用 
 

  市及び防災関係機関は、この計画を現実の洪水又は高潮による水災に迅速かつ的確

に対処できるようにするため、計画の修正、計画の習熟及び細部事項の整備を図るも

のとする。 
１ 計画の修正 
  この計画は、市の実状に合わせ毎年検討を加え、必要があると認めるときは、 

 青森県水防計画に抵触せず、むつ市地域防災計画と整合性を持った範囲でこれを 

 修正する。 
２ 計画の習熟 
  市及び防災関係機関は、この計画の目的を完遂するため、平素、自ら若しくは 

 関係機関と共同して調査研究を行い、あるいは訓練の実施又はその他の方法によ 

 り、この計画の習熟に努める。 
３ 計画の細部事項の整備 
  この計画に基づく水防上の諸活動に当たって、必要と認められる細部事項につい

ては、市水防本部の各部及び各防災機関において定める。 
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第２章   水防組織と水防体制  
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第１節 県における水防組織と水防体制 
 
１ 県の水防組織 
  水防法第10条第１項及び気象業務法(昭和27年法律第165号)第14条の２第１項の

規定により、水防に関係のある気象状況の通知を受けたときは、その危険が解消す

るまでの間、県下の水防管理団体等が行う水防活動の統括連絡を図るために青森県

水防本部を設置する。(Tel 017-722-1111) 
  

 庶   務   班  
 

 本     部     長 
 

(知          事)  
 道 路 防 災 班  

 
 副 本 部 長  

 
(副    知    事) 

 

 

河川砂防防災班  
 

(水防本部事務局)  

 水 防 支 部 
 

(下北地域県民局地域整備部) 

 

 

 港 湾 防 災 班  水 防 管 理 団 体   
 水   防     長 

 
(県土整備部長)   

 
 農 村 整 備 防 災 班  
  副 水 防 長  

 
(県土整備部次長)  漁 港 防 災 班   

 
 
 （注）水防本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定により、県に災害

対策本部が設けられた場合、この本部の組織に入り、水防事務を処理する。 
 
２ 下北地域県民局地域整備部の水防組織 
   県におけるむつ下北地域の水防活動は、下北地域県民局地域整備部が所管し、部

長を支部長として、各職員をもって次のとおり組織する。 
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３ 県の水防体制と水防警報 

(1) 水 防 体 制 

県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保す

べき責任を有する(水防法第3条の6)ことから、水防情報(気象庁よりの警報及び注

意報を含む。)を判断し、通報雨量、水防団待機水位、警戒すべき潮位に達するお

それがあるときは、水防本部長の発する水防指令により次の水防配備体制をとり

常時勤務から水防体制への切り替え、又は勤務時間外からの水防体制を迅速確実

にとるとともに、適当に交代休養せしめて長時間にわたる非常勤務活動の完遂を

期するものとする。 

 

支  部  長 

副 支 部 長 

情  報  連  絡  班 
企 画 整 備 課 
河川砂防管理課 

資      材     班 
企 画 整 備 課 
管  理  課 

庶   務   班 
管  理  課 

輸   送   班 
道 路 管 理 課 

現 地 水 防 指 導 班 
道 路 管 理 課 
河川砂防管理課 
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配備の種類 水防指令 配 備 状 況  

待   機 第１指令 

水防体制の小数(１班)の人員で主として情報の収

集及び連絡に当たり、事態の推移によっては、直ち

に招集その他の活動ができる態勢とする。この場

合、自動車１台を待機させるものとする。 

準   備 第２指令 
水防体制の約半数(２～３班)をもってこれに当た

り、水防活動の必要な事態が発生すれば、そのまま

で水防活動が遅滞なく遂行できる態勢とする。 

出   動 第３指令 水防組織の全員がこれに当たる。もし、事態が長び
く時は、水防長は適宜交代させるものとする。 

解   除 第４指令 水防活動の必要がなくなったときは、順次水防活動
を解除するものとする。 

 
 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防指令を発表する。 

 

 
（注）1 第１指令、水防警報及び避難判断水位に達した旨の通知は、原則として各管

内の事態に応じて支部長が発するものとし、その状況を速やかに水防本部事務

局(河川砂防課)に報告するものとする。 
    2 第２指令及び第３指令は、原則として、支部長より水防警報の通知並びに気

象、水象及び海象の情報連絡を受けて、水防本部長が発するものとする。 
    3 この指令は、事態に応じ第１指令から直ちに第３指令を発するときもある。 

4 解除については、第３指令が発令された場合、第３指令より順次解除される

が、状況に応じて各指令を同時に解除する場合もある。 

5 支部長は、国土交通大臣(青森河川国道事務所長、高瀬川河川事務所長)が行

う洪水予報、避難判断水位に達した旨の通知、水防警報、水防本部長が発する

水防指令を受けたとき、又は支部長が水防指令及び水防警報、避難判断水位に

達した旨の通知を発したときは、直ちに関係のある水防管理団体及び関係機関

に通知するとともに、上表の水防配備体制をとるものとする。ただし、気象状

況の急変により水防本部長の指示を仰ぐいとまがないときは、支部長の判断に

より支部長が上表に準じて水防指令を発することができる。 

なお、その結果を速やかに水防本部長に報告するものとする。 
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   6 水位がはん濫注意水位以下になり、水防警戒の必要がなくなったとき、又は高
潮のおそれがなくなったときは、水防本部長又は支部長は水防解除を命ずる。支

部長が水防解除を命じたときは、直ちに水防本部長に報告しなければならない。 
7 執務時間外における連絡を便宜にするため各関係課及び各県土整備事務所等で
は職員の携帯電話連絡先を記載して小型名簿を各自に携行させるものとし、退庁

後及び休日における居残割当者名簿をも作成しておくものとする。 
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第２節 市における水防組織と水防体制 

 

１ 市の水防組織 
    水防法第10条第３項の規定により、水防に関係のある気象状況の通知を受けたと

きは、水防法第３条の規定により、市に水防本部を設置し、水防事務を処理するもの

とする。 
(1) 水防本部事務局は、総務部防災調整課内に置く。 
 (2) 水防本部は、市に災害対策本部が設置された場合は、自動的にこの本部の組織

の中に編入され水防事務を処理する。 
 (3) 川内庁舎、大畑庁舎及び脇野沢庁舎に支部を置く。 
 (4) 水防本部及び支部の組織編成は、次のとおりとする。 
 
 

 

広 報 広 聴 班 
(広報広聴課 ) 

水 防 部 長 
( 建 設 部 長 ) 

副 水 防 部 長 
(建設部次長 ) 

水防本部事務局 
(防災調整課 ) 

副水防経済部長 
(経済部次長 ) 

農 林 畜 産 班 
(農林畜産課 ) 
水 産 班 
( 水 産 課 ) 
商 工 観 光 班 
(商工観光課 ) 

水防経済部長 
( 経 済 部 長 ) 

水 防 支 部 長 
(分庁舎所長 ) 

 

む つ 消 防 署 

大 畑 消 防 署 
大 湊 消 防 署 

川内消防分署 
脇野沢消防分署 

川 内 消 防 団 
む つ 消 防 団 

大 畑 消 防 団 
脇野沢消防団 

水 防 本 部 長 
( 市 長 ) 

副水防本部長 
( 副 市 長 ) 

水 防 班 
( 土 木 課 ) 
都 市 計 画 班 
(都市計画課 ) 
下 水 道 班 
( 下 水 道 課 ) 
建 築 班 
( 建 築 課 ) 
用 地 班 
( 用 地 課 ) 

消 防 長 
(下北消防本部) 

水 防 本 部 付 
( 総 務 部 長 ) 

むつ市水防本部 
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広 報 広 聴 班 
(地域振興課 ) 

水 防 支 部 長 
( 分 庁 舎 所 長 ) 

副 水 防 担 当 課 長 
(建設課長補佐 ) 

水 防 支 部 事 務 局 
( 管 理 課 ) 

副水防経済担当課長 
(産業振興課長補佐) 

建 設 班 
( 建 設 課 ) 

市 民 生 活 班 
(市民生活課 ) 
健 康 福 祉 班 
(健康福祉課 ) 

水防経済担当課長 
(産 業振興 課長 ) 

水 防 担 当 課 長 
( 建 設 課 長 ) 

大畑地区 
大 畑 消 防 署 

川内地区 
川内消防分署 

脇野沢地区 
脇野沢消防分署 

川 内 消 防 団 

大 畑 消 防 団 

脇野沢消防団 

産 業 振 興 班 
(産業振興課 ) 

むつ市水防支部(各分庁舎) 

 
川内、大畑、脇野沢 

①水防川内支部  
②水防大畑支部  
③水防脇野沢支部 
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２ 市水防本部の業務分担 
区
分 担 当 班 担 当 課 分 担 業 務  

水 防 本 部 長 市 長 水防の統括及び指揮監督に関すること。 

副水防本部長  副 市 長 本部長の補佐及び本部長に事故あるときはその任務
代行に関すること。 

水 防 本 部 付 総 務 部 長 水防総合調整指揮に関すること。 

事 務 局 防災調整課 

 1 水防本部事務局に関すること。 
2 各班との連絡調整に関すること。 

3 気象情報の収集及び各班への提供に関すること。 

4 水防対策状況、被害状況の取りまとめ及び県等関

係機関への報告に関すること。 
5 関係機関との連絡調整に関すること。 

6 水防用資器材の確保に関すること。 

7 防災会議の運営に関すること。 

8 各庁舎管理課との連絡調整に関すること。 

水

防

本

部 

広報広聴班 広報広聴課 
1 市放送施設(市防災行政用無線)等を利用しての市

民への水防情報の提供に関すること。 
2 水害状況の写真撮影及び取材に関すること。 

水 防 部 長 建 設 部 長 水防指揮全般に関すること。 

水 防 班 土 木 課 

1 水防対策における企画運営に関すること。 

2 現地における消防機関及び警察署との連絡調整に

関すること。 

3 道路橋梁等の現地情報把握及び連絡に関するこ

と。 

4 道路の交通確保及び交通不能箇所の調査に関する

こと。 

5 河川、湖沼及び海岸の現地情報把握及び連絡に関

すること。 

6 急傾斜地等の現地情報把握及び連絡に関すること。 

7 下北地域県民局地域整備部との連絡調整に関する

こと。 

8 各庁舎建設課との連絡調整に関すること。 

9 水防部の取りまとめに関すること。 

水

防

部 

都市計画班 都市計画課 
 1 都市施設関係の現地情報把握及び連絡に関する

こと。 
 2 水防部他班の応援に関すること。 
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区
分 担 当 班 担 当 課 分 担 業 務  

下 水 道 班 下 水 道 課 
 1 下水道施設関係の現地情報把握及び連絡に関す

ること。 

2 水防部他班の応援に関すること。 

建 築 班 建 築 課 
 1 建築課所管施設の現地情報把握及び連絡に関す

ること。 
 2 水防部他班の応援に関すること。 

水

防

部 

用 地 班 用 地 課 水防部他班の応援に関すること。 

水防経済部長 経 済 部 長  経済部所管に係る指揮全般に関すること。 

農林畜産班 農林畜産課 

 1 農産物及び農業用施設の現地情報把握及び連絡

に関すること。 
 2 林道の現地情報把握及び連絡に関すること。 
 3 溜池の現地情報把握及び連絡に関すること。 
 4 地すべり等の現地情報把握及び連絡に関する

こと。 

 5 下北地域県民局地域農林水産部との連絡調整に

関すること。 

 6 各庁舎産業振興課との連絡調整に関すること。 

 7 経済部の取りまとめに関すること。 

水 産 班 水 産 課 

 1 漁港の現地情報把握及び連絡に関すること。 
 2 水産施設の現地情報把握及び連絡に関すること。

 3 下北地方漁港漁場整備事務所及びむつ水産事務

所との連絡調整に関すること。 
 4 経済部他班の応援に関すること。 

水

防

経

済

部 

商工観光班 商工観光課 
 1 観光施設の現地情報把握及び連絡に関すること。

2 経済部他班の応援に関すること。 
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３ 水防支部(川内庁舎・大畑庁舎･脇野沢庁舎)の業務分担 

区
分 

担 当 班 担 当 課 分 担 業 務  

支 部 長 分庁舎所長 水防支部の指揮全般に関すること。 

副支部長  管理課長  
支部長の補佐及び支部長に事故あるときはその任

務代行に関すること。 

事 務 局 管 理 課 

1 支部事務局に関すること。 

2 支部各班との連絡調整に関すること。 

3 支部水防被害状況の取りまとめ及び水防本部へ

の報告に関すること。 

4 支部の水防用資器材の確保に関すること。 

広報広聴班 地域振興課 

1 市放送施設(市防災行政用無線)等を利用して地

区市民への水防情報の提供に関すること。 

2 水害状況の写真撮影及び取材に関すること。 

建 設 班 建 設 課 

1 現地における消防機関及び警察署との連絡調整

に関すること。 

2 現地情報把握及び報告に関すること。 

3 現地道路の交通確保及び交通不能箇所の調査及

び報告に関すること。 

4 現地河川、湖沼及び海岸の情報把握及び報告に

関すること。 

5 現地急傾斜地等の情報把握及び報告に関するこ

と。 

6 現地での下北地域県民局地域整備部との連絡調

整及び報告に関すること。 

市民生活班 市民生活課 建設班等の応援に関すること。 

健康福祉班 健康福祉課 建設班等の応援に関すること。 

水

防

支

部 

産業振興班 産業振興課 

1 農産物及び農業用施設の現地情報把握と調査連

絡に関すること。 

2 林道、溜池、地滑り等の現地情報把握及び調査

連絡に関すること。 

3 漁港、水産施設、観光施設等の現地情報把握及

び調査連絡に関すること。 

4 現地での下北地域県民局農林水産部等との連絡

調整に関すること。 
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４ 市の水防本部配備基準 
(1) 水防管理者(市長)は、次の場合に水防活動のための配備指令を発するものとす

る。 
     配備指令が発せられた場合、防災調整課は、速やかにその旨を関係部局及び消

防本部に通知するものとする。 
 ① 水防管理者が、自らの判断により必要と認める場合 
 ② 水防警戒又は水防指令の通知を受けた場合 
  ③ 緊急にその必要があるとして、知事からの指示があった場合 
   なお、水防体制に入る時期及び解除については、水防管理者は水防情報、気

  象情報その他の状況を判断し、自主的に行うものであるが、おおむね次のとお

  りとする。関係各課においては、それぞれの指令に応じた対策内容及び配備人

  員を定めておくものとする。  
配 備 指 令 配   備   状   況 水防信号 

待 機 指 令 

水防に関係のある気象の予報、注意報及び警報 
が発せられ、洪水等の危険(高潮を含む。)を察

知した場合は、少数の連絡員をもって、その後

の情勢の把握に努め、連絡活動を行うものとす

る。 
 

準 備 指 令 

河川の水位が水防団待機水位に達し、なお、上

昇のおそれがあり、かつ、出動の必要が予想さ

れた場合は、計画された班は、資器材の整備と

点検、水防上重要な地点の巡回・監視等を行う

ものとする。 
 

出 動 指 令 

河川の水位がはん濫注意水位に達し、なお、上

昇のおそれがあり危険を予知したとき、高潮に

より海面が上昇し危険を認めるときは、全員を

もって水防活動を行う。また、状況に応じてそ

の区域の居住者に対して避難指令を発するもの

とする。 

 第１信号 
 第２信号 
 第３信号 
 第４信号 

解 除 

水位がはん濫注意水位以下となり、なお、減水

し、水防活動の必要を認めないと判断した場合、

県水防支部長と協議のうえ、水防体制の解除を

行うものとする。 

 

 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防指令を発表する。 
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(2) 水防信号及び水防標識 
    水防法第20条の規定に基づき、県知事の定める水防信号は、次に掲げるとお 

   りである。(昭和45年４月14日青森県告示第239号) 
   ①  水防信号の区分及び方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備 考 1 信号は、適宜の時間継続すること。 
2 必要があれば警鐘及びサイレンを併用する。    
3 水防体制解除の時は、水防管理団体及び報道機関等を通じて周知させる。 

② 水防標識 
水防法第１８条の規定による優先通行の標識は、次のとおりとする。  

 

  方 法 
 
区 分 

内   容 警鐘信号  サ イ レ ン 信 号  

第１信号 
はん濫注意水位に

達したことを知ら

せるもの 

○休止 

○休止 

○休止 

約5秒 約15秒 約5秒 約15秒 約5秒 

○      休止 ○      休止 ○ 

第２信号 

水防団員及び消防

機関に属する全員

が出動すべきこと

を知らせるもの 

○―○―○ 

○―○―○ 

○―○―○ 

約5秒 約6秒 約5秒 約6秒 約5秒 

○      休止 ○      休止 ○ 

第３信号 

当該水防管理団体の

区域内に居住する者

が出動すべきことを

知らせるもの 

○―○―○―○ 

○―○―○ 

○―○―○―○―○ 

約10秒 約5秒 約10秒 約5秒 約10秒 

○      休止 ○      休止 ○ 

第４信号 

必要と認める区域内

の居住者に避難のた

め立ち退くべきこと

を知らせるもの 

乱 打 

約1分 約5秒 約1分 約5秒 約1分 

○      休止 ○      休止 ○ 

 

35ｃｍ 

60ｃｍ 

 

 
 

む つ 市 

赤 

 
備考 
夜間における照明具に赤色で文字を表

示したものを用いても妨げない。 
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第３章   水 防 施 設  
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第１節 水防倉庫等の資器材備蓄基準 

１ 水防資器材取扱要領 
 (1) 資器材の使用に際しては、水防以外の如何なる工事にも使用しないこと。 
 (2) 資器材の受払については、必ず帳簿に記入すること。 
 (3) 資器材の管理責任者は、年２回以上保有状況を点検すること。 
２ 水防倉庫の資器材備蓄基準 
  県水防計画の定めにより、水防管理団体は、その重要水防地域内に水防倉庫を設

置し、次の基準により必要な資器材を備えておかなければならない。  
器    材 資    材 

区    分 単 位 数 量 区    分 単 位 数 量 

 

 ス コ ッ プ 
 掛     矢 
 た  こ  槌 
 唐     鍬 
 ペ  ン  チ 
 斧 
 の  こ  ぎ  り 

鎌 
 照  明  具 

    丁 
    丁 
    丁 
    丁 
    丁 
    丁 
    丁 
    丁 

個 

  １０ 
    ３ 
    １ 
    ３ 
    ３ 
    ３ 
    ３ 

５ 
    ３ 

 丸 太 (3.5ｍ) 
 丸 太 (2.5ｍ) 
 丸 太 (2.0ｍ) 
 ビニール袋 
    又は麻袋 
 縄 
 鉄     線 

    本 
    本 
    本 
 
 俵･袋 
    丸 
    kg 

  ２０ 
  ３０ 
  ５０ 
 
 5,000 
  ２０ 
  ２０ 

 

 
(備考) 
1 竹材、その他水防工法上必要な資器材若干量をも備蓄しておくこと。 
2 低湿地帯で、土のう用土砂の採取不可能な地区については水防管理団体にお
いて適当な土砂を備蓄すること。 
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第２節 水防倉庫等の資器材備蓄状況 

市水防倉庫の資器材備蓄状況は次のとおりである。また、参考として、下北地域県

民局地域整備部の市内水防倉庫に備蓄する状況も示す。 

平成１９年４月１日現在  
む つ 市 水 防 倉 庫      名称・所在地 

         (規模) 
  

 

資器材名 

大湊消防署敷

地内    

大湊浜町  

   (26㎡) 

川内消防分署

内     

川内町川内 

   (16㎡) 

大畑消防署敷

地内    

大畑町伊勢堂

  (39.6㎡) 

脇野沢消防

分署内  

脇野沢渡向

  (26㎡) 

下 北 地 域 県 民 局 

地域整備部水防倉庫 

文京町（116㎡） 

 

ツルハシ 
スコップ 
掛矢 
たこ槌 
唐鍬 
ペンチ 
斧 
ノコギリ 
鎌 
ハンマー 
丸太 
鋼棒 
土のう又はビニ 

ール袋 

ビニールシート 
縄 
鉄線 
ロープ 
小車 
 照明具 

 オイルフェンス 

 オイルマット 

 小型発電機 

 

３丁 

２７丁 

３丁 

１丁 

４丁 

６丁 

３丁 

７丁 

２４丁 

 

８６本 

 

３，８７０枚 

 

７４枚 

１２丸 

１００ｋｇ 

９００ｍ 

 

１０台 

 

 

１丁 

９丁 

１丁 

 

 

２丁 

４丁 

２丁 

４５丁 

２丁 

 

 

１５０枚 

 

３枚 

 

５ｋｇ 

１８０ｍ 

２台 

２台 

 

 

３丁 

４０丁 

５丁 

２丁 

７丁 

５丁 

５丁 

５丁 

５丁 

２丁 

３６本 

 

２，５００枚 

 

２４枚 

 

 

２００ｍ 

５台 

５台 

 

６丁 

２丁 

 

 

２丁 

 

２丁 

３丁 

 

 

 

３００枚 

 

 

 

 

 

 

２台 

 

 

 

 

７丁 

１０９丁 

２３丁 

３丁 

６丁 

５丁 

５丁 

２０丁 

２９丁 

１０丁 

３４０本 

３５０本 

２８，４００枚 

 

２４５枚 

１３９丸 

４７５ｋｇ 

１，６００ｍ 

１８台 

１台 

３４０ｍ 

５８３枚 

１台 
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第３節 水防資器材の調達 

水防資器材の補充及び緊急時の臨時調達の際の市内主要販売店は、次のとおり  

である。 
１ 水防資器材の調達先               平成１９年 ４月 1日現在  

           区 分 
 
 調達先 

 
 所  在  地 

 
電 話 番 号  麻袋(袋) 

ビニール袋

(袋) 
かます

(袋) 木杭(本) 

青 森 県 建 設 業 
協 会 下 北 支 部 

むつ市中央

二丁目 24-1016 2,000    

磯 沼 建 設 ㈱ むつ市若松
町 22-3281 1,400    

川 端 建 設 ㈱ むつ市下北
町 22-7777 200    

㈱熊谷建設工業 むつ市中央
一丁目 22-1141 1,000 500   

㈱  青    工 むつ市中央
二丁目 24-2167  2,000   

㈱  角    弘 むつ市仲町 22-1394  2,000   

北 新 機 材 ㈱ むつ市横迎

町二丁目 22-8540 2,000 14,000   

 

大畑振興建設㈱ むつ市大畑町

本町 34-3734 1,000 1,000   
 

㈱ 中 村 組 むつ市川内町
蛎崎 43-2422 1,000    

 

２ 水防用土取場 
 

調  達  先 土取場所の在地 電話番号 調 達 可 能 数 量 

菊池トラック㈱ むつ市田名部字斗南
岡 22-1671 ４０ 千㎥ 

(有 )金田建材運送 むつ市大畑町八幡湯坂 34-2030      １００ 千㎥ 

(有 )佐 藤 建 材 大畑町正津川字関根橋  34-3589       ８０ 千㎥  

東 奥 砕 石 (有 ) 川内町家ノ上 42-3884       １０ 千㎥ 
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第４章  雨量、水位及び潮位の  

      観 測 並 び に 通 報 
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第１節 雨量の通報と観測施設 

 
１ 雨量の通報 
  防災調整課は、正確な雨量観測資料を迅速に入手し、関係部署(水防本部が設置さ 

れているときは、本部)に通報するものとする。 
２ 通報事項 
 (1) 降り始めからの雨量が30ｍｍに達したとき。その時刻と降り始めの時刻 
 (2) その後は、毎正時の観測値 
 (3) 雨がやんだときは、その時刻とそれまでの積算雨量 
３ 雨量観測施設 
(1) 一般気象観測施設 

   ① 特別地域気象観測所(青森地方気象台管理)(アメダス) 
      むつ観測所 金曲一丁目８番３号(青森地方気象台管理)（017-741-7411） 
   ② (青森地方気象台管理)川内町湯野川(アメダス) 
     (青森地方気象台管理)脇野沢桂沢(アメダス) 
   ③ その他の気象観測施設  

 機  関  名  設 置 場 所      観   測   項   目 

下北地域広域行政 
事務組合消防本部 

小川町二丁目 
   (22-3819) 

風向、風速、気圧、気温、湿度、 

降水量 

海上自衛隊大湊 
地方総監部気象班 

 大 湊 町 
  (24-1111) 

風向、風速、気圧、気温、湿度、降水量、

積雪、降雪量他 

海上自衛隊大湊 
航 空 隊 気 象 室 

城ヶ沢字早崎 
  (24-1462) 

風向、風速、気圧、気温、湿度、降水量、

積雪、降雪量他 

 

日本原子力研究開

発機構 青森研究

開発機構センター

むつ事務所 
 

関根字北関根 

（23-4211） 

風向、風速、気温、降水量他 
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(2) 雨量観測施設  

観測地点名 観 測 者 設置場所 観 測 機 器 対象河川名  

むつ県土整備 下北地域県民
局地域整備部 

中央一丁目

1の8 テレメーター 田名部川 

 

川内ダム 〃 川内町福浦

山314 〃 川 内 川  

今  泉 〃 大字奥内字

二又4-2 〃 今 泉 川  

新  田 〃 川内町新田 
302-3 〃 川 内 川  

大  畑 〃 
大畑町湯坂

下136-1地
先 

〃 大 畑 川  

大畑上流 〃 大畑町二階 
滝1-1 〃 〃  

大畑中流 〃 大畑町葉色 
山1-1 〃 〃  

源 藤 城 〃 脇野沢滝山 
148-3 〃 脇野沢川  

宿 野 部 〃 川内町宿野部

榀木平55-7 〃 宿野部川  

木 野 部 〃 大畑町佐藤 
ヶ平1-1 〃 下 秋 川  

むつ朝日奈岳 〃 大畑町鍋滝 
山1 〃 大 畑 川  

宇 曽 利 〃 大字大湊字 
大近川44-84 〃 宇曽利川  

宇曽利山湖 〃 大字田名部 
字矢立山1-1 〃 正 津 川  
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観測地点名 観 測 者 設置場所 観 測 機 器 対象河川名  

高  梨 〃 大字関根字高 
梨川目249-3 〃 出 戸 川  

大 川 目 〃 大字城ヶ沢 
字流道14-60 〃 大川目川  

大  近 〃 並川町26-1 〃 小 荒 川 

荒 沢 岳 〃 川内町田野

沢1-1 〃 大佐井川 

 

蛎  崎 〃 川内町蛎崎 
松山1-1 〃 男  川  

 

桧  川 〃 桧川川代

150-3 〃 桧  川  

畑 〃 川内町家ノ 
辺100-87 〃 川 内 川  
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第２節 水位の通報と観測施設 

 

１ 水位の通報 
(1) 防災調整課は、洪水注意報・警報を受けたときは、正確な水位観測情報を迅速 

に入手し、関係部署（水防本部が設置されているときは、本部）に通報するもの

とする。 
 (2) 水防本部長は、必要に応じ、職員に河川等の巡回を命じ、その状況を関係部署

に通報するものとする。 
 (3) 水防本部長は、必要に応じ、下北地域県民局地域整備部所管の水位観測所の水

位情報を入手するとともに、その情報を関係部署に通報するものとする。 
２ 通報事項 
 (1) 水防団待機水位に達したとき、及び減水後同水位に復したときは、その時刻 
 (2) はん濫注意水位に達したとき、及び減水後同水位に復したときは、その時刻 
 (3) はん濫注意水位を超えたときは、同水位に復するまでは毎時の水位 
 (4) 最高水位に達し減水に向かうときは、その水位と時刻 
 

３ 水位観測所（下北地域県民局地域整備部所管）  
観測所名 設 置 場 所 観測機器 対象河川名 

大   畑 むつ市大畑町湯坂下136-1地先 テレメータ 大 畑 川 

小 目 名 むつ市大畑町小目名村40-29 〃 大 畑 川 

脇 野 沢 むつ市脇野沢渡向141番地先 〃 脇 野 沢 川 

新   田 むつ市川内町新田302-3 〃 川 内 川 

 

川 内 ダ ム むつ市川内町福浦山314 〃 〃 

 

 田 名 部 むつ市小川町二丁目98 〃 田 名 部 川  

分水門下流 むつ市苫生町一丁目336 自記式水位計 〃  

分水門上流 〃 〃 〃  
 小   川 むつ市小川町二丁目42 テレメータ 小   川  
 新 田 名 部 むつ市若松町14 〃 新田名部川  
 正 津 川 大畑町正津川戦敷319－１地先 〃 正 津 川  
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第３節 潮位の通報と観測施設 

 
１  潮位の通報 
(1) 防災調整課は、高潮注意報・警報を受けたときは、潮位観測情報を迅速に入手 

し、関係部署に通報するものとする。 
(2) 水防本部長は、必要に応じ、所定の海岸に職員を派遣し、その状況を関係部署

に通報するものとする。 
(3) 水防本部長は、必要に応じ、気象官署等の潮位観測情報を入手するとともに、

その情報を関係部署に通報するものとする。 
２ 通報事項 
 (1) 風向及び風速 
 (2) 潮位 
 (3) 波高 
３ 潮位観測所  

観測所名 設 置 場 所 観測機器 対象海岸名   管  理  者 

関 根 浜 関根浜港岸壁 遠隔自記式潮位計 津 軽 海 峡 仙 台 管 区 気 象 台 

 

大    湊 宇 田町 海 岸 遠隔自記式潮位計 陸 奥 湾 第二管区海上保安部 
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第５章  気 象 に 関 す る 

      予 報 及 び 警 報 
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第１節 水防活動用注意報・警報及び指定河川洪水予報の種類 

 
 青森地方気象台は、気象業務法第14条の２及び水防法第10条の規定に基づき、気象、

高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報の発表、解除を通知

する。 
１ 水防活動用注意報 
(1) 水防活動用気象注意報 

風雨、大雨等によって水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行

う予報で、大雨注意報をもって代える。 

(2) 水防活動用はん濫注意情報 
洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う情報で、

はん濫注意情報をもって代える。 
(3) 水防活動用高潮注意報 

台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために

行う予報で、高潮注意報をもって代える。  
２ 水防活動用警報 

(1) 水防活動用気象警報 

暴風雨、大雨等によって重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告

して行う予報で、大雨警報をもって代える。 

(2) 水防活動用はん濫警戒情報 
洪水に関する警報で、はん濫警戒情報をもって代える。 

(3) 水防活動用高潮警報 
台風等による海面の異常上昇に関する警報で、高潮警報をもって代える。 

３  指定河川洪水予報 
(1) 水防活動用高潮警報はん濫注意情報 

河川の水位がはん濫注意水位を突破するおそれがあるとき、又ははん濫注意水 

位を超えないと予想される場合においても災害の発生のおそれがあるときに発表

する。 

(2) はん濫警戒情報 

堤防の決壊、はん濫等により国民経済上重大な損害を生じるおそれがあるとき

に発表する。 

(3) はん濫発生情報 

はん濫注意情報及びはん濫警戒情報の補足説明又は軽微な修正を必要とする

ときに発表する。 
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４ 青森地方気象台から発表される水防活動用注意報、警報の種類及び発表基準  
区 分 種    類              発         表         基         準 

 
大雨注意報 

大雨によって被害があると予想され、具体的には次の条件に該当する場合 
    １時間雨量  20ｍｍ以上 
    ３時間雨量  40ｍｍ以上 のいずれかになると予想される場合 
    24時間雨量  70ｍｍ以上 

洪水注意報 

洪水によって被害があると予想され、具体的には次の条件に該当する場合 
    １時間雨量  20ｍｍ以上 
  （ただし、総雨量が50ｍｍ以上） 
    ３時間雨量  40ｍｍ以上 のいずれかになると予想される場合 
    24時間雨量  70ｍｍ以上 

水 

防 

活 

動 

用 

注 

意 

報 高潮注意報 
台風等による海面の異常上昇によって被害があると予想され、具体的には、 

次の条件に該当する場合 
    深浦(日本海側)潮位がＴＰ+0.9ｍ以上になると予想される場合 
    八戸(太平洋側)潮位がＴＰ+0.9ｍ以上になると予想される場合 

大 雨 警 報 

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体的には、次

の条件に該当する場合 
    １時間雨量  40ｍｍ以上 
  （ただし、総雨量が80ｍｍ以上） 
    ３時間雨量  80ｍｍ以上 のいずれかになると予想される場合 
    24時間雨量  140ｍｍ以上 

洪水警報 

洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体的には、次

の条件に該当する場合 
    １時間雨量  40ｍｍ以上 
  （ただし、総雨量が80ｍｍ以上） 
    ３時間雨量  80ｍｍ以上 のいずれかになると予想される場合 
    24時間雨量  140ｍｍ以上 

水 

防 

活 

動 

用 
警 

報 

高 潮 警 報 
台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こるおそれがあると

予想され、具体的には、次の条件に該当する場合 
    深浦(日本海側)潮位がＴＰ+1.2ｍ以上になると予想される場合 
    八戸(太平洋側)潮位がＴＰ+1.4ｍ以上になると予想される場合 

区分 種   類 発  表  基  準 

洪水 
注意報 

はん濫注意情報 
はん濫注意水位に到達し、さらに上昇するおそれがあると

き。 

洪水 
警報 はん濫警戒情報 

避難判断水位に到達したとき、あるいは水位予測に基づき 

はん濫危険水位に到達すると見込まれたとき。 

はん濫危険情報 はん濫危険水位に到達したとき。 

指
定
河
川
洪
水
予
報 

洪水 
情報 

はん濫発生情報 はん濫が発生したとき。 
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第２節 通報と伝達の系統 

 
１ 気象の情報、予報及び警報の伝達系統図 
  水防法第10条の規定により、青森地方気象台より気象状況の通知を受けた場合、 

次の系統により伝達するものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報 

道 

機 

関 

 

ＮＨＫ青森放送局 

青 森 放 送 

青 森 テ レ ビ 

青 森 朝 日 放 送 

エ フ エ ム 青 森 

青森県防災消防課 

水 防 管 理 団 体 
( む つ 市 ) 

広報広聴課 
Ｆ Ｍ む つ 

市放送施設 

関 係 各 課 

消 防 本 部 

関 係 団 体 

市 消 防 団 

消 防 署 

ＮＴＴ番号情報㈱東北支店サポート課 

青森県警察本部 むつ警察署 交番・駐在所 

国土交通省青森河川国道事務所 

東北電力㈱青森給電指令所 

陸上自衛隊第 9 師団司令部 

Ｊ Ｒ 東 日 本 盛 岡 支 社 

(警報のみ) 

(警報のみ) 

青 森 海 上 保 安 部 
八 戸 海 上 保 安 部 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

民 

青 
 

森 
 

地 
 

方 
 

気 
 

象 
 

台 
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２ 県管理河川に係る水防指令伝達系統(むつ市関連) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＮＨＫ青森放送局 

青 森 放 送 

青 森 テ レ ビ 

青 森 朝 日 放 送 

エ フ エ ム 青 森 

報

道

機

関 
東 奥 日 報 社 

水防本部長 
(県知事) 

水 防 長 
(県土整備部長) 

河川砂防防災班 
017‐734‐9662 

下北地域県民局 
地域整備部 
22‐1231 

排水樋門等管理委託者 

用水樋門及び溜池管理者 

水防管理団体 
( む つ 市 ) 市

       

民 
む つ 消 防 署 
大 湊 消 防 署 
大 畑 消 防 署 
川内消防分署 
脇野沢消防分署 

防

災

消

防

課 

道

路

防

災

班 

港 湾 防 災 班 

農村整備防災班 
下北地域県民局 
地域農林水産部 
29‐2001 

青森地方気象台 
017‐741－7411 

漁 港 防 災 班 

青森県警察本部 
017‐723‐4211 

消 防 本 部 

陸上自衛隊第９師団 
017‐781‐0161 
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３ 青森県指定水防警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森県水防本部 
(河川砂防課) 

TEL 017-734-9662 
FAX 017-734-8191 

下北地域県民局 
(地域整備部) 

TEL 0175-22-1231 
FAX 0175-22-9540 

水防管理団体 
(むつ市) 

防
災
消
防
課 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
０
８
９ 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
８
０
１
７ 

道
路
課 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
９
６
５
７ 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
１
７
‐
７
３
４
‐
８
１
８
９ 

※通報は、ＦＡＸを基本と

し、電話で、確認する。 
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４ ダム放流に伴う通報系統図(県土整備部) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

知

事 

県
土
整
備
部
長 

河

川

砂

防

課 

下
北
地
域
県
民
局 

地

域

整

備

部 

川 内 ダ ム 
管 理 所 

川内ダム管理所 
親不知警報局 
深家戸警報局 
滝 沢 警 報 局 
黒滝沢警報局 

ダムからの放流により、

下流に急激な水位の変動

が予想されるとき。 
     ↓ 

各地点において水位の変

動が生ずる約 30分前 

貯水池の水位が洪水時最

高水位を超えると予想さ

れるとき。 

     ↓ 

予想されるときから約

60分前 

 

む

つ

市

役

所 

む
つ
市
川
内
庁
舎 

む

つ

警

察

署 
消

防

本

部 
川

内

消

防

分

署 

警報サイレン 

異
常
か
つ
重
大
な
状
態
の
場
合 

（※通報は、全てＦＡＸによる。） 
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５ 宿日直者による非常連絡 
  宿日直者は、次の事態を承知したときは、直ちに所定の連絡系統によって報告 

 する。 
(1) 災害のおそれがある気象情報及び異常現象等が関係機関から通報され緊急措

置を要すると認められるとき。 
(2) 災害が発生し、緊急措置を要すると認められるとき。 
(3) 連絡系統 

  ① 宿日直者は、防災調整課長、関係課長に報告する。 
② 防災調整課長は、総務部次長及び秘書課長に報告する。 

関係課長は、関係部長に報告する。 
③ 秘書課長は、必要に応じて市長、副市長及び収入役に報告する。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

６ 報  告 
  次の場合、防災調整課は県防災消防課及び下北地域県民局地域整備部に報告する。 
(1) 堤防等の異常を発見したとき。 

 (2) 消防機関を出動させたとき。 
 (3) 水防作業を開始及び終了させたとき。 
 (4) その他必要があると市長が判断し、指示されたとき。 
 
 
 
 

 
 

市   長                      関 係 部 長 
 

 
  副 市 長    秘 書 課 長    当 直 者    関 係 課 長    関係課職員   
 
 
  収 入 役 
 
 
  総 務 部 長    総務部次長    防災調整課長    防災調整課職員 
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７ 市の無線局設置状況 
(1) 移動系防災行政無線  
所

属 

局

種

別 

呼 出 名 称 

(呼 出 符 号) 

設(営)営場所 

電話番号 
M L の 配 属 

FX 

ぼうさいむつ 

ぼうさいこうほうかわうち 

ぼうさいおおはたこうほう 

ぼうさいわきのさわこうほう 

むつ市役所22-1111 

川内庁舎  42-2111 

大畑庁舎  34-2111 

脇野沢庁舎44-2111 

 

ぼうさいむつ 

 

 

 

 

 

 

むつ市役所22-1111 ぼうさいむつ1・10・11  広報広聴課 

ぼうさいむつ2      環境対策課 

ぼうさいむつ3・6・7・9  土木課 

ぼうさいむつ4・8     都市計画課 

ぼうさいむつ5・12    防災調整課 

ぼうさいむつ13      下水道課 

 

ぼうさいかわうち 

 

 

 

 

川内庁舎  42-2111 ぼうさいかわうち 

１・4～12・14・15    建設課 

ぼうさいかわうち2・3   地域振興課 

ぼうさいかわうち13    水道課 

 

ぼうさいおおはた 

 

 

大畑庁舎  34-2111 ぼうさいおおはたこうほう1～3 

             建設課 

 

む

つ

市 

ML 

ぼうさいわきのさわこうほう 脇野沢庁舎44-2111 ぼうさいわきのさわ 

1・2・3・4・11・12・13  地域振興課 

                                     ＦＸ：基地局   ＭＬ：陸上移動局 
 
 
(2) 水道無線  
所

属 

局

種

別 

呼 出 名 称 

(呼 出 符 号) 

設(営)営場所 

電話番号 
M L の 配 属 

FX 

・すいどうむつ 

 

リモコン 

・すいどうむつセンター 

公営企業局 

28‐4455 

上水道管理センター 

29‐1019 

 む

つ

市 

公

営

企

業

局 
ML 

・すいどうむつ  ・車載(工務課※7) 

 水道むつ 1,6,8,14,15,21,22 

・車載(浄水課※5) 

 水道むつ 2,4,5,7,9 

・車載(水道課※5) 

 水道むつ 3,10,11,12,13 

・携帯(浄水課) 

 水道むつ 23,24 

                                     ＦＸ：基地局   ＭＬ：陸上移動局 
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(3) むつ市放送施設（同報無線放送施設） 
市役所、川内庁舎、大畑庁舎、脇野沢庁舎をそれぞれ親局とし、各町内会の放

送施設を子局として市役所及び各庁舎から市内全域に一斉あるいは選択して放送

ができ、さらには各町内ごとに単独でも使用できるようにもなっている。 
また、市役所及び各庁舎における執務時間外の緊急放送等のため、それぞれの

地域の消防機関等に遠隔制御局を設置している。  
親     局 遠 隔 制 御 局 放送施設設置地区数 

 １局 
  市役所(広報広聴課) 

１局 
消防本部 

９４地区（子局１５５基） 
 

 １局 
川内庁舎(地域振興課) 

１局 

川内消防分署 

２１地区(子局３６基) 

 １局 
大畑庁舎(地域振興課) 

４局 

大畑消防署 

大畑町漁業協同組合 

二枚橋公民館 

正津川公民館 

１９局(子局３０局) 

 １局 
脇野沢庁舎(地域振興課) 

２局 

脇野沢消防分署 

脇野沢村漁業協同組合 

１２地区(子局１５局) 

 
 

 

８ 青森県地域情報ネットワーク（県防災行政無線） 
機  関  名 無 線 電 話 無 線 FAX 局線電話 

県防災消防課 8－801－1－内線電話 8－801－1－7210 017－773－6820 

下北地域県民局地域整備部 8－815－1－253 8－815－7206 22－1231 

下北地域県民局地域農林水産部 

 下北地方漁港漁場整備事務所 

 むつ水産事務所 

8－845－1－238 

8－815－7341 

8－815－1－280 

 22－3211 

29－2001 

22－8626 

下北地域広域行政事務組合 

消防本部 (通信指令課) 

8－908－7109 8－908－7100 22－3819 

むつ署 22－1680 

大湊署 24－2091 

市総務部防災調整課 8－208－7109 8－208－7100 22－1111 
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第６章 河川、海岸、溜池等 

     に 係る水防区域等 
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第１節 水防警報発表基準水位及び避難判断水位   

 
 県が指定した水防警戒河川の各観測所ごとの水防団待機水位、はん濫注意水位は、次の

とおりである。 
 県は、洪水予報河川以外の河川で洪水により相当な被害を生じるおそれのある河川を

「水位周知河川」として指定し、避難等の目安となる「避難判断水位」を定め、当該河川

の水位がこれに達したときは、水防管理者(市町村)に通知するとともに、報道機関の協力
を得て一般に周知しなければならない。 
 水防法改正(平成17年7月1日施行)時の水防警報河川(洪水予報河川除く)は、「水位周知
河川」と見なされる。「水位周知河川」の起終点は水防警報河川の起終点と同じであり、

避難判断水位は、次のとおりである。 
 
水防管理者 水 系 名 河 川 名 観測所名 水防団待

機 水 位 
はん濫注
意 水 位 

 避 難 判 
断 水 位 備 考 

田名部 ２．１０ ２．３５  
２．５５ 水位周知河川 

田名部川 
鹿 橋 ２．１０ ２．４０  

２．７５ 〃 田名部川 

小  川 小 川 １．４５ １．７５  
１．９０ 〃 

脇野沢川 脇野沢川 脇野沢 １．５０ １．８０  
１．９０ 〃 

大 畑 １．５５ １．８５  
２．６０ 〃 

む つ 市 

大 畑 川 大 畑 川 
小目名 ２．５０ ２．８０  

３．５５ 〃 
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(1) 水防情報に関する水位 
 
 
 
 
 
 

 
水防団待機水位・・・水防団が出動のために待機する水位 

はん濫注意水位・・・市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安や、住民のはん濫に関する 

情報への注意喚起、水防団の出動の目安となる水位 

避難判断水位・・・市町村長の避難勧告の発令判断の目安や住民の避難判断の目安となる 

水位 

はん濫危険水位・・・洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じるはん濫の恐れがある水位 

 

(2) 水防警報河川及び水位周知河川の発表基準水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防第一指令(待機) ・・・水防団待機水位に達し、待機の必要があると認められたとき。 

河川毎ではなく地域県民局単位で発令する。河川毎の水防警報

(待機)の発令は不要 

水防警報（準備） ・・・水防団待機水位を超え、さらにはん濫注意水位に到達するおそ 

れがあり、準備の必要があると認められたとき。 

水防警報（出動） ・・・はん濫注意水位を超え、出動の必要があると認められたとき。 

避難判断水位到達情報 ・・・避難判断水位に到達したとき。 

水防警報（解除） ・・・水防作業の必要がなくなったとき。 

はん濫危険水位 

避難判断水位 

はん濫注意水位 

水防団待機水位 

はん濫危険水位 

避難判断水位 

はん濫注意水位 

水防団待機水位 

水防第一指令(待機) 

水防警報(準備) 

水防警報(出動) 

避難判断水位到達情報 

水防警報(解除) 

時間 

水
位 
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第２節 重要水防箇所 
 県管理区 

    青森県重要水防箇所評定基準(案) 
重  要  度 

種  別 
A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

要 注 意 区 間 

堤 防 高 
( 流 下 能 力 ) 

計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防
にあっては、計画高潮位)が現況の堤防高を超え
る箇所 

計画高水流量規模の洪水の水位(高潮区間の堤防
にあっては計画高潮位)と現況の堤防高との差が
堤防の計画余裕高に満たない箇所 

 

堤 防 断 面 
現況の堤防断面あるいは上面幅が、計画の堤防断
面あるいは計画の上面幅の2分の１未満の箇所 

現況の堤防断面あるいは上面幅が、計画の堤防断
面あるいは計画の上面幅に対して不足している
が、それぞれ2分の１以上確保されている箇所 

 

堤 防 斜 面 の 崩 れ 
・す   べ   り 

堤防斜面の崩れ又はすべりの実績があるが、その
対策が未施工の箇所 

堤防斜面の崩れ又はすべりの実績があるが、その
対策が暫定施工の箇所 
堤防斜面の崩れ又はすべりの実績はないが、堤体
あるいは基礎地盤の土質、堤防斜面勾配等からみ
て堤防斜面の崩れ又はすべりが発生するおそれ
のある箇所で、所要の対策が未施工の箇所 

 

 

漏 水 
漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所 
漏水の履歴がないが、堤防の決壊跡又は旧川跡の
堤防で、漏水が発生するおそれがある箇所で、所
要の対策が未施工の箇所 

 

水 衝 ・ 深 掘 れ 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしてい
るが、その対策が未施工の箇所 
橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、
堤防護岸の根固め等が洗われ、一部破損している
が、その対策が未施工の箇所 
波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績が
あるが、その対策が未施工の箇所 

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れになら
ない程度に深掘れされているが、その対策が未施
工の箇所 

 

工 作 物 

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置
が必要な堰、橋梁、水門その他の工作物の措置さ
れている箇所 
橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が現況
流下能力相当規模の洪水の水位(高潮区間の堤防
にあっては、計画高潮位)以下となる箇所 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と現況
流下能力相当規模の洪水の水位(高潮区間の堤防
にあっては、計画高潮位)との差が堤防の余裕高
に満たない箇所 

 

工 事 施 工 

 

 
出水期間中に堤防を開削する工事箇所又
は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす
箇所 

新堤防・堤防の決壊
跡 ・ 旧 川 跡 

 
 

新堤防で築造後3年以内の箇所 
堤防の決壊跡又は旧川跡の箇所 

陸 閘(りっこう)   陸閘が設置されている箇所 
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(1) 市内河川に係る重要水防箇所は、次のとおりである。 
  下北地域県民局管理 

重 要 水 防 箇 所 

堤  防 (ｍ) 

左 岸 右 岸 
工作物等 

水系名 河川名 

水 防 

管 理 

団体名 種 別 重要度

A 

重要度

B 

重要度

A 

重要度

B 

重要度

A 

重要度

B 

摘 要 

田 名 
部 川 

むつ市 堤防高 1,450 2,000 1,450 2,000 

   

小 川 むつ市 堤防高 4,000  4,000 
  

橋3箇所 
 

田 名 

部 川 

女館川 むつ市 堤防高 600  600     

今泉川 むつ市 堤防高 4,900  5,500 
 
橋2箇所 

  

松田川 むつ市 堤防高 1,800  1,800  
   

今泉川 

天狗川 むつ市 堤防高 500  500 
    

川内川 川内川 むつ市 堤防高 7,500  5,000     

戸沢川 むつ市 堤防高 2,000  2,000 
    

戸沢川 柳 ノ 
沢 川 

むつ市 堤防高 
 

300  300 
 

橋1箇所 
 

大畑川 大畑川 むつ市 堤防高 2,000  2,000  
   

堤防高 5,900  5,900 
 
橋2箇所 橋1箇所 

 
脇 野 

沢 川 

脇 野 
沢 川 

むつ市 
堤 防 
断 面 

 740 150 2,190 
   

堤防高 2,600  2,600     

男 川 男 川 むつ市 堤 防 
断 面 

  
180 

    

宿 野 

部 川 

宿 野 
部 川 

むつ市 堤防高 2,500  2,500 
  

橋1箇所 
 

大荒川 大荒川 むつ市     
  

橋1箇所 
 

河川数 12 3 12 3 2 5  

計 区 間 

延 長 
35,750 3,040 34,180 4,490 橋4箇所 橋7箇所 (重複考慮) 
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 (2) 市内の土石流危険箇所は、次のとおりである。 
河川名 所在地 保全対象 

番号 
水系名 河川名 渓流名 大字･字 

人家 

戸数 
公共建物等 

１ 正津川 正津川 恐山沢 恐山 － 寺 

２ 大荒川 大荒川 大荒川 大平町 ２０６ 学校 

３  小荒川 小荒川 並川町 ９８ － 

４  小松野川 小松野川 大湊新町 ２８７ 町内会館 

５  近川 近川 大湊新町 ２０６ － 

６  稲荷川 稲荷川 大湊浜町 ２１４ － 

７  領毛沢 領毛沢 大湊浜町 １４８ 消防署 

８  南領毛沢 南領毛沢 大湊浜町 １３３ 浄水場、消防署 

９  大沢川 大沢川 大湊上町 １２７ 青少年ホーム、公民館 

１０  南大湊上町沢 南大湊上町沢 大湊上町 １５７ 郵便局、町内会館 

１１  藤田川 藤田川 川守町 ６１ 消防屯所 

１２  川守川 川守川 川守町 １２１ 町内会館 

１３  吉田川 吉田川 川守町 ９４ － 

１４  宇田町川 宇田町川 宇田町 １２３ － 

１５  宇田川 宇田川 大湊町 ７２ 町内会館、海上自衛隊 

１６  桜木沢 桜木沢 桜木町 １００ 町内会館、海上自衛隊 

１７  南桜木沢 南桜木沢 桜木町 １５９ 学校、海上自衛隊 

１８  大近川 大近川 桜木町 １３７ 学校、海上自衛隊 

１９  小近川北沢 小近川北沢 桜木町 １９０ 学校、病院 

２０  小近川 小近川 桜木町 １９８ 学校、病院 

２１  永下川 袖越沢 袖越 － 配水池 

２２ 出戸川 出戸川 高梨川目沢 高梨 ３ － 

２３  高梨沢 高梨沢 高梨 １ － 

２４  中野沢沢 中野沢沢 中野沢 １ － 

２５ 今泉川 今泉川 二又道沢 石蕨 １ － 

２６ 今泉川 今泉川 二又道南沢 石蕨 ３ － 

２７ 出戸川 出戸川 高梨川目東沢 高梨 － － 

２８ 出戸川 出戸川 高梨川目西沢 高梨 － － 

２９ 出戸川 出戸川 高梨川目南沢 高梨 － － 
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河川名 所在地 保全対象 

番号 
水系名 河川名 渓流名 大字･字 

人家 

戸数 
公共建物等 

３０ 川内川 川内川 上安部城沢 安部城 － 発電所 

３１ 川内川 川内川 畑沢 畑 ４２ 町内会館、神社 

３２ 川内川 川内川 北畑沢 畑 １８ 森林事務所 

３３ 川内川 川内川 北畑二の沢 畑 ５ 学校 

３４ 川内川 川内川 於法沢 安部城 － 老人ホーム、研修センター 

３５ 川内川 川内川 北下小倉平沢 下小倉平沢 １３ 町内会館 

３６ 川内川 川内川 南下小倉平沢 下小倉平沢 １０ － 

３７  東葛沢沢 東葛沢沢 葛沢 ６ － 

３８  桧川沢 桧川沢 桧川 １０ － 

３９  殿崎川 殿崎川 蛎崎 － 学校 

４０  高野川 石倉沢 石倉 ４ － 

４１  高野川 川内沢 川内 １ － 

４２  大赤川 大赤川 赤川 ６ － 

４３  小赤川 小赤川 赤川 １３ 消防屯所 

４４  木野部沢 木野部沢 木野部 ７ － 

４５  三右衛門沢 三右衛門沢 釣屋浜 １２ － 

４６  下狄川 下狄川 二枚橋 ８ － 

４７ 大畑川 大畑川 小目名沢 小目名村 ２ 町内会館 

４８ 大畑川 大畑川 薬研沢 薬研温泉 ７ 宿泊施設 

４９  赤岩沢 赤岩沢 木野部 ２ － 

５０  鷹ノ巣沢 鷹ノ巣沢 木野部 ３ － 

５１ 出戸川 出戸川 二枚橋沢 二枚橋 ３ － 

５２ 正津川 正津川 正津川三の沢 正津川 － － 

５３ 正津川 正津川 正津川二の沢 正津川 － － 

５４ 正津川 正津川 正津川一の沢 正津川 － － 

５５  処分場裏の沢 処分場裏の沢 脇野沢 － 最終処分場 

５６  ｻｶﾞﾚ石崎沢 ｻｶﾞﾚ石崎沢 脇野沢 － 漁業センター 

５７  東脇野沢 東脇野沢 脇野沢 ７３ － 

５８  脇野沢 脇野沢 脇野沢 ７４ － 

５９ 脇野沢川 脇野沢川 源藤城沢 源藤城 － 浄水場 



 

- 45 - 

河川名 所在地 保全対象 

番号 
水系名 河川名 渓流名 大字･字 

人家 

戸数 
公共建物等 

６０  新井田沢 新井田沢 新井田 １２ 町内会館 

６１  寄浪中の沢 寄浪中の沢 寄浪 ５ － 

６２  寄浪沢 寄浪沢 寄浪 １４ 町内会館、宿泊施設 

６３  集会所東沢 集会所東沢 蛸田 ２ 町内会館 

６４  蛸田沢 蛸田沢 蛸田 ２ 町内会館 

６５  地蔵堂沢 地蔵堂沢 蛸田 ３ 町内会館 

６６  畑の沢 畑の沢 芋田 ９ － 

６７  芋田沢 芋田沢 芋田 １１ 町内会館 

６８  九艘泊川 小学校東二の沢 九艘泊 １ 学校 

６９  九艘泊川 小学校東一の沢 九艘泊 ６ 町内会館 

７０  九艘泊沢 九艘泊沢 九艘泊 ３５ 町内会館 

７１  九艘泊川 九艘泊北沢 九艘泊 － 町内会館 

７２  九艘泊川 九艘泊西沢 九艘泊 １６ － 

７３  貝崎沢 貝崎沢 九艘泊 － 宿泊施設 

７４ 脇野沢川 脇野沢川 滝山沢 滝山 ４ － 

７５  東寄浪沢 東寄浪沢 寄浪 ４ － 

７６  蛸田東沢 蛸田東沢 蛸田 １ － 

７７  北蛸田沢 北蛸田沢 蛸田 ２ － 

７８  大ノ崎沢 大ノ崎沢 芋田 １ － 

７９  稲荷神社の沢 稲荷神社の沢 九艘泊 １ － 

８０  九艘泊川 小学校北の沢 九艘泊 ３ － 

 

※ 市内の河川の改修状況等については、「むつ市地域防災計画」の風水害編を参照

のこと。 
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第３節 市内の農業用溜池 

 

本市の農業用溜池箇所は、次のとおりである。 
№ 地区名 名称 所在地 総貯水量(㎥) 老朽度/廃止区分 
1 むつ 南関根溜池 むつ市大字関根字関根 127,200 使用中 
2 むつ 樺山ため池 むつ市大字田名部字樺山 1,200 放置 
3 むつ 山辺沢ため池 むつ市大字田名部字内田 32,400 使用中 
4 むつ カッタイため池 むつ市大字田名部字内田 25,200 使用中 
5 むつ 一里小屋ため池 東通村大字田屋 234,000 使用中 
6 むつ 上近川 むつ市大字奥内字近川 69,600 使用中 
7 むつ 浅沢ため池 むつ市大字奥内字今泉 16,200 放置 
8 むつ 下の溜池 むつ市大字奥内字近川 17,280 使用中 
9 むつ 中野沢溜池 むつ市大字中野沢字申畑 122,400 使用中 

10 むつ 四谷溜池 むつ市大字関根字水川目 1,920 放置 
11 むつ 亀蔵溜池 むつ市大字関根字北関根 4,320 放置 
12 むつ 杉山溜池 むつ市大字関根字水川目 2,400 使用中 
13 むつ 山崎溜池 むつ市大字関根字水川目 5,160 放置 
14 むつ 駄賃場溜池 むつ市大字関根字水川目 3,960 放置 
15 むつ 尻釜溜池 むつ市大字田名部字尻釜 1,680 放置 
16 むつ 松橋 むつ市大字関根字北関根 960 放置 
17 むつ 早掛 むつ市大字田名部字小平舘 2,462,400 使用中 
18 むつ 二枚橋溜池 東通村大字田屋 1,478,400 使用中 
19 むつ 大間沢溜池 むつ市大字奥内字大室平 108,000 使用中 
20 むつ 近川溜池 むつ市大字奥内字近川 77,719 使用中 
21 むつ 水川目溜池 むつ市大字関根字水川目 34,351 使用中 
22 むつ 土手内溜池 むつ市大字田名部字土手内 69,426 使用中 
23 むつ 八忠溜池 むつ市大字田名部字内田 111,945 使用中 
24 むつ 葛西溜池 むつ市大字田名部字内田 295,374 使用中 
25 むつ 大曲 むつ市南赤川町 3,867 放置 
26 むつ 第一竹内 むつ市南赤川町 442 放置 
27 むつ 第二竹内 むつ市南赤川町 587 放置 
28 川内 初見 むつ市川内町八右ェ門沢 3,600 使用中 
29 川内 八右ェ門溜池 むつ市川内町八右ェ門沢 7,038 使用中 
30 大畑 水木沢溜池 むつ市大畑町水木沢 24,000 放置 
31 大畑 大平沢溜池 むつ市大畑町大平沢 6,000 放置 
32 大畑 鳥谷場溜池 むつ市大畑町鳥谷場 24,000 放置 
33 大畑 堂近 むつ市大畑町堂近 9,000 放置 
34 脇野沢 黒岩溜池 むつ市脇野沢黒岩 1,870 放置 
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第 4節 市内の海岸概況 

本市における海岸線の延長は、102.8ｋｍに及んでおり、このうち 65.3ｋｍが海岸保全区域として指定されている。そ

れらの概況は、次に示すとおりである。 

むつ市内海岸概況 
 指定海岸延長(ｍ)   沿岸名 

(大分類) 地区名 海岸名 
(中分類) 

海岸名 
(小分類) 

海岸線 
延長(ｍ)  河川局 港湾局 農振局 水産庁 

1 津軽海峡 むつ むつ海岸 関根地区海岸 
北関根地先海岸 600 600 600    

2 津軽海峡 むつ 田名部海岸 烏沢、川代地先海

岸 3,150 3,150 3,150    

3 津軽海峡 むつ 関根漁港海岸 関根地区海岸 921 921    921 

４ 津軽海峡 大畑 大畑海岸 正津川地区海岸 
正津川地先海岸 1,030 1,030 1,030    

5 津軽海峡 大畑 大畑海岸 大畑地区海岸 
釣屋浜地先海岸 530 530 530    

6 津軽海峡 大畑 大畑海岸 鍵掛地先海岸 400 400 400    

7 津軽海峡 大畑 大畑海岸 木野部地先海岸 
(ちぢり浜) 800 800 800    

8 津軽海峡 大畑 大畑海岸 木野部地区海岸 2,654 0     
9 津軽海峡 大畑 正津川漁港海岸 正津川地区海岸 849 912    912 

10 津軽海峡 大畑 大畑漁港海岸 大畑地区海岸 4,888 3,250    3,250 
11 津軽海峡 大畑 木野部漁港海岸 木野部地区海岸 1,154 1,154    1,154 
12 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 国有林 7,250 0     
13 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 九艘泊地先海岸 1,980 1,980 1,980    

14 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 脇野沢地区海岸 
蛸田地先海岸 1,390 1,390 1,390    

15 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 脇野沢地区海岸 
鯛島地先海岸 716 716 716    
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 指定海岸延長(ｍ)   沿岸名 
(大分類) 地区名 海岸名 

(中分類) 
海岸名 

(小分類) 
海岸線 
延長(ｍ)  河川局 港湾局 農振局 水産庁 

16 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 赤坂地先海岸 2,455 2,455 2,455    
17 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 小沢地区海岸 290 290 290    
18 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 九艘泊地区海岸 250 0     
19 陸奥湾 脇野沢 脇野沢海岸 尻内地区海岸 476 0     
20 陸奥湾 脇野沢 九艘泊漁港海岸 九艘泊地区海岸 682 239    239 
21 陸奥湾 脇野沢 脇野沢漁港海岸 脇野沢地区海岸 5,226 2,816    2,816 
22 陸奥湾 脇野沢 小沢漁港海岸 小沢地区海岸 894 894    894 

23 陸奥湾 川内 川内海岸 蛎崎地区海岸 
殿崎地先海岸 1,100 1,100 1,100    

24 陸奥湾 川内 川内海岸 蛎崎地先海岸 500 500 500    

25 陸奥湾 川内 川内海岸 宿野部地区海岸 
長浜地先海岸 2,050 2,050 2,050    

26 陸奥湾 川内 川内海岸 宿野部地先海岸 2,220 2,220 2,220    

27 陸奥湾 川内 川内海岸 桧川地区海岸 
川代地先海岸 330 330 330    

28 陸奥湾 川内 川内海岸 川内地区海岸 
田野沢地先海岸 250 250 250    

29 陸奥湾 川内 川内海岸 袰川地区海岸 1,750 1,750 1,750    
30 陸奥湾 川内 川内海岸 戸沢地区海岸 850 850 850    
31 陸奥湾 川内 川内海岸 川代地区海岸 3,246 0     
32 陸奥湾 川内 川内港海岸 桧川地区海岸 422 422  422   
33 陸奥湾 川内 川内港海岸 川内 A地区海岸 1,714 1,677  1,677   
34 陸奥湾 川内 川内港海岸 川内 B地区海岸 2,628 2,203  2,203   
35 陸奥湾 川内 蛎崎漁港海岸 蛎崎地区海岸 920 874    874 
36 陸奥湾 川内 宿野部漁港海岸 宿野部地区海岸 1,019 1,019    1,019 
37 陸奥湾 川内 桧川漁港海岸 桧川地区海岸 1,541 1,100    1,100 
38 陸奥湾 川内 田野沢漁港海岸 田野沢地区海岸 849 849    849 
39 陸奥湾 川内 戸沢漁港海岸 戸沢地区海岸 972 972    972 

40 陸奥湾 むつ 大湊海岸 近沢地区海岸 
梅ノ木地先海岸 330 330 330    
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 指定海岸延長(ｍ)   沿岸名 
(大分類) 地区名 海岸名 

(中分類) 
海岸名 

(小分類) 
海岸線 
延長(ｍ)  河川局 港湾局 農振局 水産庁 

41 陸奥湾 むつ 大湊海岸 角違地先海岸 850 850 850    
42 陸奥湾 むつ 大湊海岸 近沢地区海岸 700 700 700    
43 陸奥湾 むつ むつ海岸 城ヶ沢地先海岸 2,900 2,900 2,900    
44 陸奥湾 むつ むつ海岸 金谷沢地区海岸 8,416 8,600 8,600    
45 陸奥湾 むつ むつ海岸 近川地区海岸 4,368 0     
46 陸奥湾 むつ 大湊港海岸 田名部地区海岸 4,238 1,584  1,584   
47 陸奥湾 むつ 大湊港海岸 大平地区海岸 2,647 0     
48 陸奥湾 むつ 大湊港海岸 大湊地区海岸 9,341 2,201  2,201   
49 陸奥湾 むつ 大湊港海岸 芦崎地区海岸 4,461 3,821  3,821   
50 陸奥湾 むつ 大湊海岸 一里越地区海岸 635 635   635  
51 陸奥湾 むつ 大湊海岸 角違地区海岸 630 630   630  
52 陸奥湾 むつ 角違漁港海岸 角違地区海岸 996 934    934 
53 陸奥湾 むつ 浜奥内漁港海岸 浜奥内地区海岸 1,377 419    419 

 合計    102,835 65,297 35,771 11,908 1,265 16,353 
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資 料 － １ 
 

む つ 市 防 災 会 議 条 例 

 

昭和38年11月15日 

条例第31号 

 

(目的) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、

むつ市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的と

する。 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) むつ市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) むつ市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集  

すること。 

(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条に規定する水防計画について調査審議するこ

と。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事 

  務 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

(2) 県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者 

(3) 県警察官のうちから市長が委嘱する者 

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(5) 教育長及び公営企業管理者 

(6) むつ市連合消防団長及びむつ市消防団長 

(7) 下北地域広域行政事務組合事務局長及び消防長 

(8) 一部事務組合下北医療センター本部長 

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者 

６ 前項第1号、第2号、第3号、第4号及び第9号の委員の定数は、それぞれ2人、3人、1

人、6人及び4人とする。 
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７ 第5項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者

の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

(専門委員) 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職

員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、又

は任命する。 

３ 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。 

(議事等) 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要

な事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和46年12月21日条例第35号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和48年12月21日条例第19号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成12年3月21日条例第6号) 

この条例は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則(平成13年3月19日条例第12号) 

(施行期日) 

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 

(むつ市水防協議会条例の廃止) 

2 むつ市水防協議会条例(昭和56年むつ市条例第12号)は、廃止する。 

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 

3 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市 

条例第1号)の一部を次のように改正する。 

附 則(平成17年3月11日条例第117号) 

この条例は、平成17年3月14日から施行する。 

附 則(平成19年3月30日条例第3号抄) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 資 料 － ２     む つ 市 防 災 会 議 委 員 
                                                                     (平成19年4月1日現在) 
 

区  分 機  関  名  等 委   員   職   名 連    絡    先    等 

会 長  む つ 市 長 金谷一丁目１番１号    22-1111 

下 北 森 林 管 理 署 長 金曲一丁目４番６号    22-1131 
１号委員 指 定 地 方 行 政 機 関 

む つ 公 共 職 業 安 定 所 長 若松町１０番３号     22-1331 

下 北 地 域 県 民 局 

地 域 整 備 部 長 
中央一丁目１番８号    22-1231 

む つ 保 健 所 長 大湊新町１１番６号    24-1231 ２号委員 県 知 事 部 局 

下 北 地 域 県 民 局 

地 域 農 林 水 産 部 長 
中央一丁目１番８号    22-3211 

３号委員 県 警 察 官 む つ 警 察 署 長 中央一丁目３番３３号   22-1321 

む つ 市 副 市 長 金谷一丁目１番１号    22-1111 

む つ 市 総 務 部 長 金谷一丁目１番１号    22-1111 

む つ 市 建 設 部 長 金谷一丁目１番１号    22-1111 

む つ 市 川 内 庁 舎 所 長 川内町川内４７７番地   42-2111 

む つ 市 大 畑 庁 舎 所 長 大畑町中島１０８番地５  34-2111 

４号委員 市 長 部 局 

む つ 市 脇 野 沢 庁 舎 所 長 脇野沢渡向１４番地２   44-2111 

む つ 市 教 育 長 金谷一丁目１番１号    22-1111 
５号委員 教育長及び公営企業管理者 

む つ 市 公 営 企 業 管 理 者 並川町２６番１号     28-4455 

む つ 市 消 防 団 

む つ 消 防 団 長

（ 連 合 消 防 団 長 ） 

小川町二丁目１４番１号  22-1680 

む つ 市 消 防 団 

川 内 消 防 団 長 
川内町川内８８番地    42-3215 

む つ 市 消 防 団 

大 畑 消 防 団 長 
大畑町伊勢堂１番地３   34-2233 

６号委員 消 防 団 長 

む つ 市 消 防 団 

脇 野 沢 消 防 団 長 
脇野沢渡向１４番地２   44-2020 

下 北 地 域 広 域 行 政 

事 務 組 合 事 務 局 長 
金谷一丁目１０番１号   22-8415 

７号委員 下北地域広域行政事務組合 
下 北 地 域 広 域 行 政 

事 務 組 合 消 防 長 
小川町二丁目１４番１号  22-3819 

８号委員 
一 部 事 務 組 合 下 北 

医 療 セ ン タ ー 
下北医療センター本部長 小川町一丁目２番８号   22-2111 

東北電力㈱むつ営業所長 小川町二丁目３番７号   22-7958 

東日本旅客鉄道㈱大湊駅長 大湊新町７番２２号    24-2115 

(独)日本原子力研究開発機構 

青森研究開発センター 

むつ事務所長 

大字関根字北関根400番地  23-4211 
９号委員 

指 定 公 共 機 関 又 は 

指 定 地 方 公 共 機 関 

郵 便 事 業 株 式 会 社 

む  つ  支  店  長
新町８番１０号       22-2274 
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資 料 - ３ 

水    防    法 

                            

 

最終改正 平成18年 6月 2日法律第50号 

第１章 総則  

（目 的）  

第１条 この法律は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、防ぎよし、及びこれに因る

被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。  

（定 義）  

第２条 この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有す

る市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村

の組合（以下「水防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。  

２ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事

務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。  

３ この法律において「消防機関」とは、消防組織法 （昭和２２年法律第２２６号）第

９条に規定する消防の機関をいう。  

４ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長

を、消防本部を置かない市町村にあつては、消防団の長をいう。  

５ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送

及びダム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力

団体（第３６条第１項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第４章まで

において同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及

び応援並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。  

６ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。  

７ この法律において「水防警報」とは、洪水又は高潮によつて災害が発生するおそれ

があるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。  

昭和２４年６月４日 
法律第１９３号 
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   第２章 水防組織  

（市町村の水防責任）  

第３条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水

防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。  

（水防事務組合の設立）  

第３条の２ 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果すことが著しく困難又

は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水又は高潮による被

害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなけれ

ばならない。  

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別

措置）  

第３条の３ 水害予防組合法 （明治４１年法律第５０号）第１５条第１項の規定により

都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の

区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き

続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第３項の規定にかかわ

らず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又

は供せられる予定となっている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債

の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。  

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の

用に供せられ、又は供せられる予定となっている財産を、当該水害予防組合の区域の

全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水

防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる

場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合に

おいては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水

防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、そ

の譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当

該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、

当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。  
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（水防事務組合の議会の議員の選挙）   

第３条の４ 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町

村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識

経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。た

だし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるとき

は、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者

で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村

の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長

が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙され

る議員の数の２分の１をこえてはならない。  

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合

の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるもの

とする。  

（水防事務組合の経費の分賦）  

第３条の５ 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第２項に規定する

割合を勘案して定めるものとする。  

（都道府県の水防責任）  

第３条の６ 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われる

ように確保すべき責任を有する。  

（指定水防管理団体）  

第４条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定す

ることができる。  

（水防の機関）  

第５条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。  

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、そ

の区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合に

おいては、水防団を置かなければならない。  

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。  
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（水防団）  

第６条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。  

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び

服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあ

つては組合会の議決で定める。  

（公務災害補償）  

第６条の２ 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかか

り、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたと

きは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、

市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で

定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を

補償しなければならない。  

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその

者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。  

（退職報償金）  

第６条の３ 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水

防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条

例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡に

よる退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。  

（都道府県の水防計画）  

第７条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の

水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認め

るときは、これを変更しなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しよ

うとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第１項に規定する都道府県

水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和３

６年法律第２２３号）第１４条第１項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らな

ければならない。  

３ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協
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定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければ

ならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。  

４ 都道府県知事は、第１項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又

は変更したときは、その要旨を公表しなければならない。  

（都道府県水防協議会）  

第８条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道

府県に都道府県水防協議会を置くことができる。  

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。  

３ 都道府県水防協議会は、会長１人及び委員１５人以内で組織する。  

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に

関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は

委嘱する。  

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県

条例で定める。  

   第３章 水防活動  

（河川等の巡視）  

第９条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防等を

巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤

防等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。  

（国の機関が行う洪水予報）  

第１０条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水又は高潮のおそれがあると認められ

るときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要

に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協

力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河

川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川

について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は
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流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及

びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

３ 都道府県知事は、前２項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下

同じ。）に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。  

（都道府県知事が行う洪水予報）  

第１１条 都道府県知事は、前条第２項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外

の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指

定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同し

て、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者

及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを

一般に周知させなければならない。  

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議

するものとする。  

（水位の通報及び公表）  

第１２条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは

高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第１０条第３項若しくは前条第１項の規定

による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報

水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、

関係者に通報しなければならない。  

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前

項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきもの

として都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状

況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。  

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う水位情報の通知及び周知）  

第１３条 国土交通大臣は、第１０条第２項の規定により指定した河川以外の河川のう

ち、河川法 （昭和３９年法律第１６７号）第９条第２項に規定する指定区間外の一級

河川（同法第４第１項に規定する一級河川をいう。次項において同じ。）で洪水により
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国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、特別

警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水

位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その

旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に

応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

２ 都道府県知事は、第１０条第２項又は第１１条第１項の規定により国土交通大臣又

は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第９条第２項に規定する指定区間内

の一級河川又は同法第５条第１項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ず

るおそれがあるものとして指定した河川について、特別警戒水位を定め、当該河川の

水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ

報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。  

３ 都道府県知事は、第１項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を

通知しなければならない。  

（浸水想定区域）  

第１４条 国土交通大臣は、第１０条第２項又は前条第１項の規定により指定した河川

について、都道府県知事は、第１１条第１項又は前条第２項の規定により指定した河

川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るた

め、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本と

なる降雨により当該河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域と

して指定するものとする。  

２ 前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らか

にしてするものとする。  

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規定による指定をしたときは、国土交

通省令で定めるところにより、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表

するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。  

４ 前２項の規定は、第１項の規定による指定の変更について準用する。  

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置）  
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第１５条 市町村防災会議（災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議

をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において

同じ。）は、前条第１項の規定により浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域

防災計画（同法第４２条第１項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）に

おいて、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものと

する。  

(1) 洪水予報等（第１０条第１項若しくは第２項若しくは第１１条第１項の規定によ

り気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官

が行う予報又は第１３条第１項若しくは第２項の規定により国土交通大臣若しくは

都道府県知事が通知し若しくは周知する情報をいう。以下同じ。）の伝達方法  

(2) 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項  

(3) 浸水想定区域内に地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者

が利用する施設をいう。以下同じ。）又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の

特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑か

つ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあつては、これ

らの施設の名称及び所在地  

２ 市町村防災会議は、前項第３号に規定する施設については、その利用者の洪水時の

円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。  

３ 第１項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街

等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、

当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

に関する計画を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならな

い。  

４ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、

市町村地域防災計画において定められた第１項各号に掲げる事項を住民に周知させる

ため、これらの事項（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する

法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項に規定する土砂災害警戒区域をその区

域に含む市町村にあつては、同法第７条第３項に規定する事項のうち洪水時において
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同法第２条に規定する土砂災害を防止するため必要と認められる事項を含む。）を記載

した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。  

５ 前各項の規定は、災害対策基本法第１７条第１項の規定により水災による被害の軽

減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この

場合において、第１項中「市町村防災会議（災害対策基本法第１６条第１項に規定す

る市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とす

る。）とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第１７条第１項に規定す

る市町村防災会議の協議会をいう。）と、「市町村地域防災計画（同法第四１２条第１

項に規定する市町村地域防災計画をいう。）とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同

法第４４条第１項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう。）と、第２項中「市町

村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、前２項中「市町村地域防災

計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。  

（水防警報）  

第１６条 国土交通大臣は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれ

があると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大

臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水又は高潮により相

当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなけれ

ばならない。  

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を

関係都道府県知事に通知しなければならない。  

３ 都道府県知事は、第１項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により

通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事

項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通

知しなければならない。  

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定

したときは、その旨を公示しなければならない。  

（水防団及び消防機関の出動）  

第１７条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときそ

の他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、
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水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。  

（優先通行）  

第１８条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両

及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。  

（緊急通行）  

第１９条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場

所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面

を通行することができる。  

（水防信号）  

第２０条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。  

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。  

（警戒区域）  

第２１条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関

に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入

りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。  

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいない

とき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を

行うことができる。  

（警察官の援助の要求）  

第２２条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、

警察官の出動を求めることができる。  

（応援）  

第２３条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市

町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、

できる限りその求めに応じなければならない。  

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に

行動するものとする。  

３ 第１項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が

負担するものとする。  
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４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理

団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。  

（居住者等の水防義務）  

第２４条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要が

あるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をし

て水防に従事させることができる。  

（決壊の通報）  

第２５条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、

消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければな

らない。  

（決壊後の処置）  

第２６条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防

機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないよ

うに努めなければならない。  

（水防通信）  

第２７条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなけれ

ばならない。  

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの

者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法 （昭和５９

年法律第８６号）第２条第５号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電

気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、

電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。  

（公用負担）  

第２８条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の

長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使

用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器を使用し、又は工作物その他の障害

物を処分することができる。  

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を

補償しなければならない。  
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（立退きの指示）  

第２９条 洪水又は高潮のはん濫により著しい危険が切迫していると認められるときは、

都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域

の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者

が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなけれ

ばならない。  

（知事の指示）  

第３０条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消

防機関の長に対して指示をすることができる。  

（重要河川における国土交通大臣の指示）  

第３１条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要な

ものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水

防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。  

   第４章 指定水防管理団体の組織及び活動  

（水防計画）  

第３２条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、

及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければ

ならない。  

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第１項に規定する水防協議会をいう。

以下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防

協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議

を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮るとともに、

都道府県知事に協議しなければならない。  

３ 指定管理団体の水防管理者は、第１項の規定により水防計画を定め、又は変更した

ときは、その要旨を公表しなければならない。  

（水防協議会）  
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第３３条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、

指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防

組合については、これらに水防協議会を置くものとする。  

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることがで

きる。  

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長１人及び委員２５人以内で組織する。  

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員

並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体

の水防管理者が命じ、又は委嘱する。  

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町

村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定め

る。  

（水防団員の定員の基準）  

第３４条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることが

できる。  

（水防訓練）  

第３５条 指定管理団体は、毎年水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わ

なければならない。  

   第５章 水防協力団体  

（水防協力団体の指定）  

第３６条 水防管理者は、民法 （明治２９年法律第８９号）第３４条の法人又は特定非

営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人であつ

て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、そ

の申請により、水防協力団体として指定することができる。  

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住

所及び事務所の所在地を公示しなければならない。  

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、
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あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。  

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示

しなければならない。  

（水防協力団体の業務）  

第３７条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。  

(1) 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力する

こと。  

(2) 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。  

(3) 水防に関する調査研究を行うこと。  

(4) 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。  

(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  

（水防団等との連携）  

第３８条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条

第１号に掲げる業務を行わなければならない。  

（監督等）  

第３９条 水防管理者は、第３７条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせる

ことができる。  

２ 水防管理者は、水防協力団体が第３７条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施し

ていないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な

措置を講ずべきことを命ずることができる。  

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定

を取り消すことができる。  

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。  

（情報の提供等）  

第４０条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に

関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。  
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   第６章 費用の負担及び補助  

（水防管理団体の費用負担）  

第４１条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとす

る。  

（利益を受ける市町村の費用負担）  

第４２条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市

町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用

の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。  

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団

体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。  

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域

の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。  

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合に

おいて、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があ

るときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。  

（都道府県の費用負担）  

第４３条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費

用は、当該都道府県の負担とする。  

（費用の補助）  

第４４条 都道府県は、第４１条の規定により水防管理団体が負担する費用について、

当該水防管理団体に対して補助することができる。  

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補

助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水

による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額

の２分の１以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することがで

きる。  

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要

する費用の３分の１に相当する額以内とする。  
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   第７章 雑則  

（第２４条の規定により水防に従事した者に対する災害補償）  

第４５条 第２４条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、

負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気に

より死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定め

る基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては

組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつ

て受ける損害を補償しなければならない。  

（表彰）  

第４６条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関

し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、

表彰を行うことができる。  

（報告）  

第４７条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に

関し必要な報告をさせることができる。  

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要

な報告をさせることができる。  

（勧告及び助言）  

第４８条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県

の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることが

できる。  

（資料の提出及び立入り）  

第４９条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認

めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員

若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。  

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定によ

り必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請

求があつたときは、これを提示しなければならない。  
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（消防事務との調整）  

第５０条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置

について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。  

（権限の委任）  

第５１条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところに

より、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。  

   第８章 罰則  

第５２条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損

壊し、又は撤去した者は、３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。  

第５３条 刑法（明治４０年法律第４５号）第１２１条の規定の適用がある場合を除き、

第２１条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、

６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。  

第５４条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金又は拘留に処する。  

(1) みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、

又はその正当な使用を妨げた者  

(2) 第２０条第２項の規定に違反した者  

(3) 第４９条第１項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又

は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

 

附 則  

１ この法律は、公布の日から起算して６０日を経過した日から施行する。  

（附  則   省略） 
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 資 料 － ４ 
水  防  活  動 

１ 巡 視 
  水防管理者(市長)又は消防長は、水防法第９条に基づき随時区域内の河川海岸堤

 防を巡視し、水防上危険と認められる箇所を発見したときは、直ちに所轄水防支部

 (下北地域県民局地域整備部)に報告しなければならない。 
  なお、次の事項については、特に整備し、点検等に留意し、一旦、緩急の場合に

備えておかなければならない。 
(1) 水門、樋管の点検 

(2) 用水、頭首工の門扉の点検 

 (3) 溜池付近のポンプその他の工作物の点検 

(4) 堤防弱小箇所又は新設箇所の点検 

 
２ 警  戒 
  水防管理者は、出動命令を発したときから、水防区域の監視及び警戒を厳にし、

現在工事中の箇所及び既往災害箇所、その他必要な箇所を重点的に巡視し、特に次

の状態に注意する。 
(1) 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

 (2) 川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

 (3) 上面の亀裂又は沈下 

 (4) 堤防から水があふれる状況 

 (5) 樋門の両袖又は低部よりの漏水と扉の締まり具合 

(6) 橋梁その他の構造物と堤防との取付部分 

 

３ 決壊等の通報 
  堤防が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生した場合には当該水防管理団体にお

いては、水防法第25条の規定により直ちにその旨を所轄水防支部及びはん濫が予想

される方向の隣接水防管理団体に急報しなければならない。また、決壊箇所につい

ては、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなけばならない。 

 

４ 水防作業 
 (1) 要  旨 

洪水時において堤防に異常の起こる時期は、満水時間にもよるが、大体水位の 

最大のとき、又はその前後である。しかし、堤防斜面の崩れ、陥没等は、通常減
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水時に生ずる場合が多い（水位が最大洪水時の３/4位に減水したときが最も危

険）から洪水が最盛期を過ぎても完全に流下するまで、警戒を解いてはならない。 
 (2) 工  法 

工法は、その選定を誤らなければ１種類の工法を施工するだけで成果を挙げ得

   る場合が多い。しかし、時には数種の工法を併用し、はじめてその目的を達成す

   ることがあるから、当初施工の工法で成果が認められないときは、これに代わる

   べき工法を次々と行い、極力防止に努めなければならない。 
    工法を選ぶに当たっては、堤防の組成材料、堤防の斜面、護岸の状態を考慮し

   て最も有効で、しかも使用材料がその附近で得易い工法を施工すること。 
 (3) 水防上心得 

ア 命令なくして部署を離れたり勝手な行動をとってはならない。 
  イ 夜間など特に言動に注意し、濫

みだ

りに「水があふれる」とか「堤防の決壊」等 

の想像による言動をしてはならない。 
  ウ 命令及び情報の伝達は、特に迅速、正確慎重に期し、濫

みだ

りに人心を動揺せし 

めたり、いたずらに水防員を緊張によって疲れせしめないように留意し、最悪 

事に最大の水防能力を発揮できるように心がけること。 
 (4) 水防用器具及び運搬具 
    水防用器具及び運搬具は、原則として各水防管理団体において整備するものと 

し、県は側面的に援助するものとする。（水防法第42条及び第44条） 
 
５ 応  援 
 (1) 警察官の応援（水防法第22条） 
    水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して警察

官の出動を求めるものとする。 
 (2) 自衛隊の応援（自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条） 

洪水又は高潮に際しその被害が甚大であろうと予想され、地元関係水防管理団

体のみでは災害を防止し得ず、公共の安全保持が期し難く、緊急に自衛隊の応援

を求めようとする場合には青森県知事は陸上自衛隊第九師団長及び八戸駐とん

地司令、弘前駐とん地司令に対して出動の要請をなすものとする。 
 (3) 隣接水防管理団体の応援（水防法第23条） 
    水防管理者は、緊急の場合必要に応じて他の水防管理者に対して応援を求める 

ことができる。 
       この場合、要請を受けた水防管理者は、応援を求めた水防管理者の所轄の下に

行動するものとする。 
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(4) 地元民の応援（水防法第24条） 
水防活動上必要がある場合は、警戒地区を設定し、無用の者の立ち入りを禁止 

し、若しくは制限しあるいはその区域内の居住者又は水防現場にいる者をして水

防に従事させるものとする。 

 

６ 避難のための立退 

(1) 水防管理者は、所管区域内の住居者の生命、財産に重大な水災が及ぶと認める 

ときは、その区域の居住者に対し、避難又は、その準備を指示するものとする。 

 (2) 水防管理者は、当該区域内を管轄する警察署長と協議のうえ､あらかじめ｢水防

管理団体水防計画｣に避難に関しての必要な事項を想定するものとする。 

 (3)  水防管理者は、居住者に対し避難又はその準備を指示した場合、その区域を管

轄する警察署長及び水防支部長に、その旨通知するものとする。 

 (4)  避難について規定する主な事項 

  ア 避難地点又は収容施設及び経路 

  イ 避難のための誘導員の編成 

  ウ 避難を要する地域、人員、世帯 
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  資 料 － ５ 
水  防  工  法 

 
１ 水防工法の分類について 
   水防工法には種々様々なものがあるが、その目的と資材人員等に応じて最も適切な

ものを選ばなければならない。 
   はじめに河川堤防の決壊原因には、どんなものがあるかを示すと、次の３種類が主

なものである。 
(1) 越水（溢水）による場合  
  堤防から水があふれ出て、居住地側堤防斜面から決壊していく。 
(2) 浸透（漏水）による場合 

河川の水位が高い場合、水圧により居住地側堤防斜面に河水が湧水して堤防が決 

壊していく。 
(3) 深掘れによる場合 

       河川の流勢や波浪により川側堤防斜面が深く掘られて決壊していく。 
   

以上の場合に、古くから行われた水防工法及び最近研究開発されている工法を分類す

 ると次頁のとおりである。 
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水 防 工 法 の 一 覧  
おもに使用する資材 

原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所・河川 
現 在 

積み土のう工 堤防上面に土のうを数段積み上げる 一般河川 土のう、防水シート、鉄筋棒 

堰板工 堤防上面に杭を打ち堰板を立てる 都市周辺河川(土のう 
の入手困難) 鋼製支柱、軽量鋼板 

蛇篭積み工法 堤防上面に土のうの代わりに蛇篭を 
置く 急流河川 鉄線蛇篭、玉石、防水シート 

水マット工(連 
結水のう工) 

堤防上面にビニロン帆布製水マット 
を置く 

都市周辺河川(土の 
う、板など入手困難) 

既製水のう、ポンプ、鉄パイ 
プ 

居住地側むしろ
張り工 居住地側堤防斜面をむしろで被覆す

る 
あまり高くない堤体 
の固い箇所 むしろ、半割竹、土俵 

越

水 

居住地側シート
張り工 居住地側堤防斜面を防水シートで被

覆する 
都市周辺河川(むし 
ろ、竹の入手困難) 

防水シート、鉄筋ピン、軽量 
鉄パイプ、土のう 

釜段工(釜築き、 
釜止め) 

居住地側堤防小段、斜面先平地に円
形に積み、土俵にする 一般河川 土のう、防水シート、鉄筋棒、 

ビニールパイプ 
水マット式釜 
段工 

居住地側堤防小段、斜面先平地にビ
ニロン帆布中空円形水マットを積み
上げる 

都市周辺河川(土砂、 
土のうの入手困難) 既製水のうポンプ、鉄パイプ 

鉄板式釜段工 
(簡易釜段工) 

居住地側堤防小段、斜面先平地に鉄
板を円筒形に積み立てる 都市周辺河川(土砂、 

土のうの入手困難) 
鉄板、土のう、パイプ、鉄パ 
イプ杭 

月の輪工 居住地側堤防斜面によりかかり半円
形に積み土俵にする 一般河川 土のう、防水シート、パイプ、 

鉄筋棒 
水マット月の 
輪工 

居住地側堤防小段、斜面先にかかる
ようにビニロン帆布製水のうを組み
立てる 

都市周辺河川(土砂、 
土のうの入手困難) 

既製水のう、杭、土のう、ビ 
ニロンパイプ 

樽伏せ工 居住地側堤防小段、斜面先平地に底
抜き樽または桶を置く 一般河川 樽、防水シート、土のう 

居

住

地

側

対

策 
導水むしろ張 
り工 

居住地側堤防斜面、犬走りにむしろ
などを敷き並べる 一般河川(漏水量の少 

ない箇所) 防水シート、丸太、竹 

詰め土のう工 川側堤防斜面の漏水口に土のうなど
を詰める 

一般河川(構造物のあ 
るところ、水深の浅 
い部分) 

土のう、木杭、竹杭 

むしろ張り工 川側堤防斜面の漏水面にむしろを張
る 

一般河川(水深の浅い 
所) むしろ、竹、土のう、竹ピン 

継ぎむしろ張 
り工 

川側堤防斜面の漏水面に継ぎむしろ
を張る 

一般河川(水深の広い 
所) 

むしろ、縄、杭、ロープ、竹、 
土のう 

シート張り工 川側堤防斜面の漏水面に防水シート
を張る 

都市周辺河川(むしろ 
の入手困難) 

防水シート、鉄パイプ、杭、 
ロープ、土のう 

漏

水 

川

側

対

策 

畳張り工 川側堤防斜面の漏水面に畳を張る 一般河川(水深の浅い 
所) 土俵の代わりに土のう 
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おもに使用する資材 

原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所・河川 
現 在 

むしろ張り工、 
継ぎむしろ張 
り工、シート 
張り工、畳張 
り工 

漏水防止と同じ 芝付き堤防で比較的 
緩流河川 漏水防止と同じ 

木流し工(竹流 
し工) 

樹木(竹)に錘土のうをつけて流し局 
部を被覆する 急流河川 立木、土のう、ロープ、鉄線、 

杭 

立て篭工 川側堤防斜面に蛇篭を立てて被覆す

る 
急流河川 
砂利堤防 

鉄線蛇篭、詰め石、 
杭、鉄線 

捨て土のう工、 
捨て石工 

川側堤防斜面決壊箇所に土のう又は

大きい石を投入する 急流河川 土のう、石、異形コンクリー 
トブロック 

深

掘

れ 

竹網流し工 竹を格子形に結束し土のうをつけ 
て、斜面を被覆する 緩流河川 竹、杭、ロープ、土のう 

枠入れ工 深掘れ箇所に川倉、牛枠、鳥脚など 急流河川 枠組み、石俵、鉄線、蛇篭 

築きまわし工 
堤防の川側が決壊したとき、断面の

不足を居住地側堤防斜面で補うため

杭を打ち中詰の土のうを入れる 
凸側堤防 
他の工法と併用 杭、割竹、板、土のう、釘 

決

壊 屏風返し工 竹を骨格とし、茅、葦で屏風を作り 
斜面を覆う 比較的緩流河川 竹、縄、ロープ、藁、茅、土 

のう 

折り返し工 上面の亀裂を挟んで両肩付近に竹を 
さし折り曲げて連結する 粘土質堤防 竹、土のう、ロープ 上

面 杭打ち継ぎ工 折り返し工の竹の代わりに杭を用い 
て鉄線を繋ぐ 砂質堤防 杭、鉄線 

控え取り工 亀裂が上面から居住地側堤防斜面に

かけて生じるもので折り返し工と同

じ 
粘土質堤防 竹、土のう、縄、ロープ、鉄 

線 

継ぎ縫い工 亀裂が上面から居住地側堤防斜面に

かけて生じるもので控え取り工と同

じ 
砂質堤防 杭、竹、鉄線、土のう 

亀

裂 

上
面
〜
居
住
地
側
堤
防
斜
面 

ネット張り亀 
裂防止工 

継ぎ縫い工のうち竹の代わりに鉄線 
を用いる 石質堤防 杭、金網、鉄線、土のう 

五徳縫い工 居住地側堤防斜面の亀裂を竹で縫い

崩壊を防ぐ 粘土質堤防 竹、縄、ロープ、鉄線、土の 
う 

五徳縫い工(杭 
打ち) 

居住地側堤防斜面の亀裂を挟んで杭

を打ちロープで引き寄せる 粘土質堤防 杭、ロープ、土のう、丸太 

竹さし工 居住地側堤防斜面の亀裂が浅いと

き、法面が滑らないように竹を刺す 粘土質堤防 竹、土のう 

力杭打ち工 居住地側堤防斜面先付近に杭を打ち

込む 粘土質堤防 杭、土のう 

居
住
地
側
堤
防
斜
面
崩
壊 

亀

裂 

篭止め工 居住地側堤防斜面に菱形状に杭を打

ち、竹又は鉄線で縫う 砂質堤防 杭、竹、鉄線、土のう 
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おもに使用する資材 

原 因 工 法 工 法 の 概 要 利用箇所・河川 
現 在 

立て篭工 居住地側堤防斜面に蛇篭を立て被覆

する 急流河川 鉄線篭、詰め石、杭、そだ 

杭打ち積み土 
のう工 

居住地側堤防斜面に杭を打ち込み、

中詰めに土のうを入れる 砂質堤防 杭、布木、鉄線、土のう 

土のう羽口工 居住地側堤防斜面に土のうを小口に

積み上げる 一般堤防 竹杭、土砂、土のう 

繋ぎ杭打ち工 
居住地側堤防斜面に杭を数列打ちこ

れを連結して中詰めに土のうを入れ

る 
一般堤防 杭、土のう、布木、鉄線、土 

砂 

柵かき詰め工 繋ぎ杭打ちとほぼ同じで柵を作る 一般堤防 杭、竹、そだ、鉄線、土のう 

居
住
地
側
堤
防
斜
面
崩
壊 

崩

壊 

築きまわし工 居住地側堤防斜面に杭打ち柵を作り

中詰め土のうを入れる 一般堤防 杭、柵材、布木、土のう 

流下物除去作 
業 橋のピアなどに堆積した流木の除去 一般河川 長尺竹、鳶口 そ

の
他 

水防対策車 現地対策本部の設置 一般河川 指揮車、無線車 
 
                 （実務者のための「水防ハンドブック」より） 
 

２．水防用語 

(１) 土俵、土のうに用いられる用語 
 桟俵(さんだわ

ら) 
･････ 俵の両側を蓋するもので、稲藁で俵と別にあらかじめ円形に編

み用意されている。 
 一 壺 が け ･････ 俵に桟俵を取り付ける方法で１箇所ずつ縄を通してとめる方

法 

 二 壺 が け ･････ 俵に桟俵を取り付ける方法で２箇所ずつ縄を通してとめる方
法 

 小 口 な ら べ ･････ 俵や土のうの積み方として小さい面が水に向かう用に積む方
法 

 長 手 な ら べ ･････ 小口ならべに対して長い方の面が水に向かうように積む方法 
 い も 継 ぎ ･････ 土俵や土のうを積み重ねるとき、その継ぎ目が一点に集中する

ような積み方をする場合で、積み土俵工などでは極力避けなけ

ればならない。 

 叭 ( か ま す ) ･････ 穀物、肥料或いは塩などを入れ貯蔵や運搬に供するため、藁を
編んで作った袋で中に土を詰め土俵として利用される。塩用に
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作ったものはその編み目も細かく土俵として適当で特にこれ

を塩叭と呼ぶことがある。 

 あ ん こ ･････ 土のうだけでは水蜜性に欠けることが多いので、土のうと土の
うとの間に土を入れ踏み固めこれに対応するもので、中に入れ

る土のことをいう。 

 円 匙 ( さ じ ) ･････ スコップのことで日本語の漢字を当てたもの。 
 簀 の 子 巻 き ･････ 巻き寿司を作るときの要領で河岸決壊防止のためのシート張

りむしろ張りを施工するとき錘の土のうを実として寿司状に

巻き、水中に投入する直前の状態をいう。 

 枕土俵枕土の

う 

･････ 控え縄が堤防に食い込み、堤防を傷つけないように、堤防の法
肩付近に土俵、土のうを置き、その上にロープ、縄を載せ堤防

を傷つけないようにする土俵や土のうのこと。 

 煽(おど)り止

め 

･････ むしろ張りやシート張りなどの工法で、むしろ、シートが洪水
よって煽らないように錘土のうなどで押さえ込むことをいう。 

 錘 土 の う ･････ 煽り止めやあみ工などに錘りとして用いられる土のうや土俵
をいう。 

    

(２) 縄使用上の用語 
 控 え 縄 ･････ 木流し、むしろ張り工などの工法に用いられ堤防裏法肩付近の

止め杭に結束され控えとするものである。 

 双 子 縄 ･････ 一重縄では強度が不足する場合、縄編み機などで二重の縄にし
て用いる。使用箇所：木流し工と錘土のうとの結束、むしろ張

り工のむしろ縫い用の縄など。 

 三 つ 子 縄 ･････ 双子縄よりさらに強度が要求されるような場合、縄３本を束ね
て使用する。使用箇所：木流し工の土俵取付用吊り縄、むしろ

張り工の控え縄、錘土のう吊り縄など。 

 舟 結 び ･････ むしろ張り工の力竹縄を結ぶとき用いられる。 
 「の」の字結び ･････ 錘土俵に縄を結束するとき、又は表むしろ張り工のむしろ吊り

縄と骨竹とを結束するときなどに用いる。 

 い ぼ 結 び ･････ 錘土俵に縄を結束するときに用いられる。 
 み み か く し ･････ むしろ張り工のむしろ最下端に錘土俵を結束する方法、あるい

は木流し工において幹に縄をみみかくしに結束し錘土俵、土の

うを結び付ける。 
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(３) 杭に関する用語 
 留 め 杭 ･････ 控えとして用いられる縄、ロープ、鉄線を結束するために打ち

込まれる杭 

 控 え 杭 ･････ 釜段工や月の輪工として積み上げた土俵や土のうが滑動しな
いように串刺し状に打ち込む杭 

 並 べ 杭 ･････ 杭打ち積み土俵工など積み上げる土俵、土のうが通りよく並ぶ
ように一直線に約60ｃｍくらいの間隔で打ち込んだ杭 

 押 さ え 木 ･････ 杭打ち積み土俵工の支え木の中央部付近を支えるように打ち
込んだ杭 

 千 鳥 配 置 ･････ 千鳥がジグザグに歩く様子からきた言葉で、一直線でなくジグ
ザグに配置することをいう。 

    

(４) 竹に関する用語 
 小 割 竹 ･････ 太い丸竹を何本かの小さい竹に割ってから組みなどにして用

いる竹 

 半 割 竹 ･････ 丸竹を半分に割って用いる竹で、中の節を取って樋として用い
ることもある。 

 二 年 子 竹 ･････ 老竹でなく柔軟性のある２年目くらいの竹をいう。 
 力竹(ちからた

け) 

･････ むしろ張り工に用いる竹で縫い上げたむしろの上、下端に取り
付ける丸竹で、むしろの縫い縄を舟結びで結束する。 

 骨 竹 ( ほ ね だ

け ) 

･････ むしろ張り工の縫いむしろを補強するために、細目の竹を互い
違いにむしろに縫い込む竹をいう。 

 竹 針 ( た け ば

り ) 

･････ むしろ張り工のむしろ１枚１枚を縄で縫うとき針のようにし
て用いる丸を尖らせた竹をいう。 

 竹 ピ ン ･････ 川裏側でむしろ張り工を行う場合、むしろの重ね合わせ部分に
半割竹を当て、これに二年子竹の竹ピンを50cm間隔くらいに差

し込み堤防に密着させる場合などに用いられる。 

 竹棚竹しがら

編み 

･････ 築き廻し工や土俵羽口工などに用いられ、杭や土俵が一体とな
って効果があるように竹を編み上げて補強する策として利用

される。 

 蛇 篭 編 み ･････ 
 

土俵羽口工などで竹を交互に編み上げていくこと。 
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(５) むしろ使用に用いられる用語 
 針 子 縫 い ･････ 竹ピンでむしろを止め、煽り止めをすることをいう。 
    

(６) その他難解な水防用語 
 堤防がうむ   ･････ 堤防が長時間にわたって洪水に浸された場合に生じる現象で

堤防が飽和した、いわゆるぬかるみ状をいう。うむという字は

漢字で熟むが当たり、土質用語ではクィックサンドが適当であ

る。 

 堤 防 決 壊 ･････ 堤防の全部又は一部の損壊を意味するよう語で浸食や法崩れ
も決壊に含まれる。単に堤防決壊という表現では堤防の全部が

決壊し、破堤・氾濫などの言葉を用いることが望ましい。 

 パ イ ピ ン グ ･････ 堤体内の浸透水圧のため、土中の細かい粒子が洗い流され、堤
体にパイプ状の水みちができ、堤防を破壊する原因となる。土

質用語のボイリングの一種である。 

    

                              （実務者のための「水防ハンドブック」より） 
 
 



  - 82 - 

 (3) 水防工法の解説 
 ① 竹尖

と

げ、杭拵
こしら

え 
（竹尖げ） 
竹尖げの用途：五徳縫い、折返し、控取り、杭用等。 
尖  げ  方：竹の径の五倍くらいのあいだを片のめにそぎ、尖端に 
       は割れを防ぐため節を残す。竹尖げ専門の鎌を台木に 
       取付け、枕木を地上に打って台木を固定し、1人が鎌 
       に接して、折敷の姿勢をとり他の 2人が後から引く、 
       竹をおさえる位置は竹の元から 45㎝位の所で竹の節を 
       鎌の刃につけ、竹の巾だけ内にして引けば 30㎝位に尖 
       がる。 
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鎌の据え方の要点 
(1) 鎌の元の縛り方は、麻紐の両端を余して 3回廻し、紐の両端で絵を 1回宛巻いていぼ結びに締めつける。 
(2) 鎌の先の縛り方は、麻紐を鎌の先の穴に通し２つ折りにして 3 回廻し、つつみをかけて、いぼ結びに締
め付ける。 

(3) 竹尖げの所要時間は、15分で 20本を標準とする。 

竹尖げ数量表（1組当たり 15本） 

資           材 器      具 
人 員 

名称 形 状 寸 法 単 位 員 数 名 称 単 位 員 数 
摘     要 

３ 人 竹 
目通周  18㎝ 
末     延 

本 15 鎌 丁 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
拵え方：2人 1組で作業し、1人が適当な台木に丸 
    太を立て支え、丸太をまわしながら、この 
    3面を削りやすいようにする。もう１人 
    が、オノかナタで机の直径の 1.5倍くらい 
    の箇所から、3面を削る。 

 
 
 
 
竹尖げ数量表（１組当たり 10本） 

資           材 器      具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単 位 員 数 名 称 単 位 員 数 
摘   要 

２ 人 杭 
末口   ９㎝ 
長    1.2ｍ 

本 10 ナタ 丁 1 
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② 土のう作り 
 拵 え 方：土のうに土砂 30㎏～50㎏ぐらい均等に詰め、袋のはしに出ている紐を引いて袋口をしぼる。 
       しぼり終えたら、紐を 2～3回まわして紐の出口を上から下へ通し、引いて締める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土のう拵え数量表（１組当たり 20袋） 
 

資           材 器      具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員 数 名 称 単 位 員 数 
摘     要 

２ 人 土のう ひ も 付 き 袋 20 スコップ 丁 1 
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 ③ 木流
き な が

し（竹流し） 
 

目   的：急流部において流水を緩和して川面堤防崩壊の

拡大を防止する。また、緩流部においても波欠

けの防止に使われる。 
拵 え 方：枝葉の繁茂した樹木（又は竹）根元から切り、

枝に重り土のう（又は石俵）を付け、根元は鉄

線で縛り、その一端を留杭に結束して、上流よ

り流しかけて崩壊面に固定させる。 
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木流し数量表（１組当たり 1本） 

資           材 器     具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員 数 名 称 単位 員数 
摘     要 

雑木 
長約   5.5ｍ 
末口    9㎝ 

本 １ 掛矢 丁 1 

杭 
長    1.2ｍ 
末口    9㎝ 

〃 １ ﾍﾟﾝﾁ 〃 １ 

土のう ひも付き 袋 5    

二子縄 
（木との接合） 

長    5.5ｍ 
（２ツ折） 

本 4    

三子縄 
（吊縄） 

長    14.5ｍ 
（２ツ折） 

〃 4    

10人 

鉄線 10＃亜鉛鍍 ｍ 20    
堤防上端により加減 
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④ 表
おもて

 蓆
むしろ

 張 り 

目   的：川面法崩壊及び透水防止 
拵 え 方：崩壊面の大きさに応じ、蓆を 9 枚、12 枚或は 15

枚を縄で縫い合わせ、（シートを使用する場合は縫

い合わせる作業はない。）横に 90 ㎝間隔に骨竹を
あらく縫い付け、下端に重り土のうを取り付けこれ

を芯にして簀の子巻とし、天端から廻し縄を徐々に

ゆるめて垂れおろし、所々に小割竹（長さ 45 ㎝、
幅 2㎝位）を折り曲げて針子縫いをし、煽えいどめ
の重りを載せて固定させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（注） 上流側の下の重り土のうは、蓆の端より 2.0ｍの位置でおろし、上の重り土のうは蓆の端より 1.5ｍ

の位置よりおろせば適当な所にくる。 
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表蓆張り数量表〔ビニール蓆又は合成繊維シート使用〕（１組１枚当たり） 

資           材 器      具 
人員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員数 名称 単位 員数 
摘     要 

蓆 

ビニール蓆 
90㎝×180㎝ 
又は 
合成繊維シート 
5.0ｍ×2.7ｍ 

枚 
〃 

9 
1 縫針 個 2～3 

竹 目通り      9㎝ 
長       2.9ｍ 本 6 掛矢 丁 １ 

杭 末口      10㎝ 
長       1.2ｍ 〃 3 ﾍﾟﾝﾁ 〃 1 

土のう ひも付き 袋 5    

二子縄 長  3.5ｍ 
（ビニール可） 筋 2    

〃 長   5.5ｍ（〃） 〃 2    

土 長   6.5ｍ（〃） 〃 6    

〃 長 61.0ｍ（〃） 〃 1    

蓆吊縄 長 11.0ｍ（〃） 〃 3    

三子縄 長 12.0ｍ（〃） 土 3    

〃 長 7.5ｍ（〃） 〃 2    

10人 

〃 長 14.5ｍ（〃） 〃 1    

 

合成繊維ｼｰﾄの場合、縫針必要な

し 
 
 
 
 
 
 
 
 
枕土のう他３袋 
 
合成繊維ｼｰﾄ使用の場合、縫針必
要なし 
 

〃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  - 89 - 

〔畳張り工〕 
 従来より使われている表蓆張と同様な効果を期待して考案された方法であり、出水時には付近より集められ

やすい古畳を利用するものである。 
 畳２枚を縦方向に鉄線で 2箇所連結し、下端に鉄線及びニ子縄で重り土のうを縛り上端に鉄線を介して扣縄
を結び、この二枚一組を順次すべり落し川裏に打ちつけた留杭に固定し、最後に重り土のうを上流端に置いて

いく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数 量 表 

資           材 器     具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員 数 名 称 単位 員数 
摘     要 

畳 (1.8m×0.9m) 枚 6 掛 矢 丁 1 

木 杭 長さ 1.2ｍ 
末口 9㎝ 本 3 ﾍﾟﾝﾁ 〃 3 

土 の う  袋 15    
鉄 線 8＃1.5mもの 本 18    
たたみ扣縄 
（三子縄） 12mもの 〃 16    

重り土のう 
吊 縄 
（三子縄） 

14.5ｍもの 土 3    

重り土のう 
縦 縄 
（三子縄） 

7.5mもの 〃 6    

10人 

たたみ下端 
重り土のう 
縛 り 縄 
（二子縄） 

7mもの 〃 6    
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⑤ 五 徳 縫 い 
目   的：居住側き裂、崩壊の拡大防止 
拵 え 方：き裂をはさんで竹 3本～4本を以て各辺 1m位の三脚 

形又は四脚形に深く突刺し、地上 1.2m～1.5mくらい
の所で一つに縄で結び、その上に重り土のうを載せる。

もし、き裂の部分に張芝がない時又は堤体が軟弱であ

る場合には沓土のうを用いるこの工法は堤防斜面先

の方が効果がある。なお堤防斜面先に力杭を打つのが

安全である。 
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 五徳縫い数量表（１組１本立て当たり） 

資           材 器      具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員数 名 称 単位 員 数 
摘     要 

竹 目通り周 18㎝ 
末延 本 3    

土のう ひも付き 袋 4    

二子縄 16.5m 本 1    

3本建の場合 

竹 目通り周 18㎝ 
末延 〃 4    

土のう ひも付き 袋 5    

10人 

二子縄 18.0m 本 1    

4本建の場合 
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⑥ 折 返 し 
目   的：堤防上端にき裂を生じた場合、崩壊を防止する。 
拵 え 方：上端の川側斜面と居住側斜面とに竹を突き差し、

その根本に土のうを置きこれを枕にして、竹を

折りまげ、中央で双方の竹を折り返して引きか

け、縄で結束する。竹の折返し部分は折損しや

すいため麻袋などを丸めて芯にする。また、竹

の締り具合をよくするため、天ばに重り土のう

を載せる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
折返し数量表（１組１筋当たり） 

資           材 器     具 
人 員 

名 称 形 状 寸 法 単位 員 数 名 称 単位 員数 
摘     要 

竹 目通り周 18㎝ 本 2 鉈 丁 2 
土 の う ひも付き 袋 5 掛矢 〃 4 
麻 袋  個 1    10人 

二 子 縄 長     1ｍ 筋 4     

 

 


